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１－３－３ 青少年活動 

１．現状  ·································  

◆小学生を対象としたふるさと発見団の開催や自治会での活動などを通じて、多くの友達や

地域の人と交流することで郷土を愛する心を育てるよう努めています。 

◆川根本町少年補導の活動の中で、青少年の健全育成の推進や活動しやすい環境の整備を行

っています。 

◆地域活動やボランティア活動などへの、高校生以上の青少年の参加が非常に少ない現状で

す。 

２．課題  ·································  

◆イベントや祭り、グループ活動やボランティア活動などへ青少年が参画しやすい環境づく

りに努め、青少年活動を活発にしていく必要があります。 

◆少年補導等の活動を支援し、地域全体で青少年の健全育成が図られる仕組みづくりを進め

ます。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「未来を担う青少年の育成と社会参加の促進」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

放課後子供教室参加者数 83人 75人 

教
育

･

文
化
分
野
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５．主な施策  ·······························  

１ 

青少年の育成 

○地域の歴史や文化、自然を学ぶ機会を創出し、ふるさとを愛する心を育てます。

○近隣市町の子どもたちと交流する機会を創出し、相互理解や郷土への愛着心を高

めます。 

○子ども会や地域クラブ・サークル活動等、青少年相互の交流を深めるための様々

な自主活動を行う機会の促進に努めます。 

○地域の青少年が子どもの遊びや体験活動、世代間交流活動や文化芸術活動などの

場でリーダーとして活躍できる環境を整備します。 

○スポーツや学習を通じた青少年の交流の機会を増加させます。 

○学校や地域、警察、警察協助員との連携に努め、青少年の健全育成活動を推進し

ます。 

○「子どもと地域の大人が共通の体験活動を通して、相互の心のふれあいを深め

る」「未来の地域を担う心豊かでたくましい子どもを、地域社会全体で育む意識

を高める機会とする」を目的に放課後子供教室（川根本町地域ふれあいスクール）

を実施します。 

 

２ 

まちづくりへの参画促進 

○教育・啓発等を通じて、様々な地域活動への自発的な参加を促進します。 
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１－４ 生涯スポーツ 

１．現状  ·································  

◆町営グラウンド、テニスコート、町営サッカー場、本川根Ｂ＆Ｇ海洋センター等、誰もが

スポーツを楽しめる社会体育施設の整備を進めてきました。 

◆登録団体に対する支援を通じて、スポーツ活動の推進に努めてきました。 

◆少子高齢化や若者層の流出等の影響により、今まで盛んに活動していた野球やサッカー、

バレーボールなどのクラブチームの活動は縮小傾向にあります。 

◆地域や学校との連携により、「カヌーのまちづくり」を推進してきました。 

２．課題  ·································  

◆総合型地域スポーツクラブとの密接な連携による、生涯スポーツの普及を図る必要があり

ます。 

◆町民の競技スポーツの推進とともに、子どもから高齢者まで、誰もが気軽に取り組むこと

ができる軽スポーツの普及に努める必要があります。 

◆町民が安心して利用できる施設整備・運用が求められています。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「スポーツを通じたふれあいと健康づくりの推進」 

「気軽にスポーツに取り組むことができる環境整備」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

生涯スポーツに満足している人の

割合 
16.4％ 17.2％ 

教
育

･

文
化
分
野
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５．主な施策  ·······························  

１ 

生涯スポーツの推進 

○スポーツ推進委員や体力づくり地区推進員を対象とした講習会を開催し、誰もが

楽しめるニュースポーツ・軽スポーツの普及に努めます。 

○健康・福祉分野と連携しながら、幅広い年齢層が楽しみながら健康づくりができ

るウォーキングや健康体操等の普及を図り、生活習慣病の予防・改善に努めます。

○地域や団体のスポーツ活動の支援や指導者の育成を行うことで、スポーツ活動の

普及と充実を図ります。 

○幼少期からカヌーに親しむことのできる環境づくりを推進し、地域と学校が一体

となったカヌーの普及に取り組みます。 

○多様なスポーツに親しむことができるよう、総合型地域スポーツクラブの活動支

援と連携強化に努めます。 

 

２ 

社会体育施設等の整備・充実 

○既存施設の維持･改修を実施し、町民が安心して利用できる施設整備を進めます。

○町民のニーズに応じた施設の改善や運営の充実を図り、町民誰もが利用しやすい

よう弾力的な運用に努めます。 
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健康・福祉分野 安心して元気に暮らせるふるさと 

 

 

 教育・文化分野 

地域を支えるひとであふれる 

ふるさと 

保健医療 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  54 

ひとづくり 

健康・福祉分野 

安心して元気に暮らせる 

ふるさと 

魅力づくり 

生活環境・基盤整備分野 

快適に安心して暮らせる 

ふるさと 

自然・環境・伝統分野 

自然・歴史と共に暮らす 

ふるさと 

住民参加・行政運営分野 

住民主役の地域づくりが盛んな 

ふるさと 

産業・労働分野 

お茶と温泉、活気ある産業に満ちた

ふるさと 

活力づくり 

地域福祉 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  58 

高齢者福祉 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  60 

障がい者福祉 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  63 

子育て支援 ･････････ 65 

健
康

･

福
祉
分
野
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２－１ 保健医療 

 

２－１－１ 保健 

１．現状  ·································  

◆国内では、高齢者の増加に加え、生活習慣病や強いストレスによる精神疾患も増加してい

る現状にあり、医療費や介護費用の負担が大きくなっています。 

◆子どもたちの体力の低下や生活習慣病予備群の増加なども指摘されており、将来における

更なる医療費等の増加が懸念されています。 

◆「川根本町保健計画」に基づき、子どもからお年寄りまでが健康に対する意識を高く持っ

て元気に暮らせる町を目指し、地区集会所や公共的施設等を活用した健康相談、健康づく

り教室など、多くの保健事業に取り組んでいます。 

２．課題  ·································  

◆「自分の健康は自分で守る」という意識を一層高めていくため、町民の健康づくりに努め

ていく必要があります。 

◆医療や福祉と連携して、各種健（検）診等の受診率向上を図ることにより、疾病の早期発

見・早期治療を可能にし、健康診査・診断の結果に基づく的確な保健指導、食生活改善、

体力づくりなどを推進することが求められます。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「自発的な健康づくり活動の促進」 

「疾病の早期発見・早期予防」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成27年度） 

目標値 

（平成38年度） 

保健に満足している人の 

割合 
48.5％ 50.0％ 

特定健診の受診率 52.4％ 60.0％ 
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５．主な施策  ·······························  

１ 

健康づくりの推進 

○「川根本町保健計画」に基づき、乳幼児から高齢者までの各年代に応じた健康づ

くりを総合的・計画的に進めます。 

○生活習慣病の予防・改善や食生活に関する講習会等を通じた啓発活動により、健

康づくりに関する意識を高めます。 

○各種健（検）診の充実と受診しやすい健診体制づくりを進め、疾病の傾向に合わ

せた健康相談や町民一人ひとりの健康状態に応じた事後指導を実施し、疾病の予

防と早期発見・早期治療を目指します。 

○「自然」「川根茶」「温泉」などを活用した健康プログラムの開発など、地域資源

を活用した健康づくりを推進します。 

○地元産の食材を使った給食等、「川根本町食育推進計画」を基に食育を推進しま

す。 

○心身の健康のため、子どものときから体を動かす屋外遊びや運動習慣の確立を促

進します。 

○地域の健康づくりリーダーや健康活動グループの育成など、地区組織を中心とし

た自主的な健康づくりを促進します。 

○商工会や事業所との連携を図り、官民一体となった健康づくりを推進します。 

 

２ 

健康づくりのための体制の整備・充実 

○行政と町民、関係機関が協力し、健康増進のための推進体制を確立します。 

○保健委員・体育指導委員などの指導者養成に努め、町民の健康づくりをリードす

る人材の育成を図ります。 

○保健師、療法士等の専門職の計画的な確保と連携強化に努めます。 

○健康管理システムの導入により、町民の健康状況を分析し、効果的な保健事業の

展開を目指します。 

○感染症に関する啓発活動や予防対策を充実し、発生時に迅速かつ的確な対応がと

れる感染症対策体制の確立を目指します。 

○Ｂ＆Ｇ海洋センターと連携し、運動を取り入れた健康づくり事業を実施します。

○事業所や健康づくりに関わるＮＰＯ等との連携体制を新たに構築します。 

 

 

 

健
康

･

福
祉
分
野
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２－１－２ 医療 

１．現状  ·································  

◆当町は志太榛原医療圏に属し、町内には平成28年４月現在、５つの診療所と４つの歯科医

院がありますが、専門医療や入院などは、島田市や静岡市内の総合病院を中心に広域で対

応しています。 

◆救急医療は静岡市消防局が搬送を担い、志太榛原圏域内救急医療体制で対応しています。 

２．課題  ·································  

◆各種健（検）診から受診・事後支援までのシステムの確立、疾病治療に対する町民の意識

の徹底、要指導者に対する指導体制の充実が求められています。 

◆すべての町民が安心して暮らせるよう、恒久的な医師や看護師の確保、広域的な視野から

の救急医療体制の整備のほか、医療費の適正化なども課題となっています。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「地域医療体制の確保」 

「町内外の医療機関等と連携した救急医療体制の充実」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成27年度） 

目標値 

（平成38年度） 

医療に満足している人の 

割合 
30.5％ 39.7％ 
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５．主な施策  ·······························  

１ 

地域医療体制の充実 

○生活習慣病やストレス疾患などの予防や早期発見・治療ができるよう、要指導・

要治療とされた人への指導・相談体制の充実を図ります。また、かかりつけ医に

よる予防医療の充実を促進します。 

○在宅医療の充実を目指した医療機関相互の連携強化を図ります。 

○外出支援事業をはじめとした広域通院体制の整備を拡充します。 

○医師・看護師の確保につとめ、医療機器等の整備についての支援を行います。 

○重複受診や多受診を防止するため、適正な受診指導を行います。 

○専門医への相談機会の創出に努めます。 

 

２ 

救急医療体制の充実 

○近隣市町との広域的な連携体制を整備し、救急医療体制の機能強化と充実化を図

ります。 

○自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用方法等、応急手当を学ぶ機会を創出します。

 
 
 

健
康

･

福
祉
分
野
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２－２ 地域福祉 

１．現状  ·································  

◆近年、家庭や地域の相互扶助の精神が薄れてきており、社会的な支援を必要とする高齢者

や障がいのある人、母子・父子家庭などの孤立や、青少年・中年層のひきこもりや自殺、

家庭内暴力が社会問題化しています。 

◆企業の正社員の雇用抑制などにより、雇用の不安定化が進み、少子化にも大きな影響を与

えていると考えられています。 

◆生活保護世帯は、平成28年７月現在、14世帯16人、保護率は0.21％であり、この５年間で

は緩やかな増加傾向となっています。 

◆「川根本町地域福祉計画」に基づき、それぞれの地域でだれもが安心して安全な生活が送

れるよう、互いに支え合う地域社会づくりを進めています。 

２．課題  ·································  

◆関係機関と連携を密にして、生活保護世帯の現状を的確に把握し、生活困窮者の実情に応

じた自立のための支援プログラムの提供や相談の実施が求められます。 

◆世帯数や人口が減少し、地域コミュニティ機能が弱まっている現状において、これまで以

上に思いやりあふれた近所付き合い、お互いに助け合う気持ちを維持・醸成し、豊かで安

心して暮らせる地域づくりを進めていかなければなりません。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「地域における見守り体制の充実」 

「生活困窮者の自立支援」 

「福祉人材の確保・育成」 

「地域福祉社会の実現」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

福祉ボランティアの登録者数 188人 200人 
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５．主な施策  ·······························  

１ 

地域における見守り体制の充実 

○社会福祉協議会、民生委員・児童委員、保護司などと連携し、日常の悩み等の総

合的な相談、支援体制の充実を図ります。 

○子どもや高齢者、障がいのある人など、すべての町民が共に支え合う地域づくり

を実現するため、社会福祉協議会と連携し、学校教育や生涯学習等における福祉

教育の充実と実践を図ります。 

○団体や企業の福祉サービス分野での事業展開の可能性を検討します。 

○地域福祉に関する意識啓発を通じて、福祉活動に対する意識の醸成と理解の向上

に努めます。 

○社会間ネットワークを維持していくための支援だけでなく、補完する体制につい

て検討を進めます。 

 

２ 

生活困窮者の自立支援 

○生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者の実態に沿った適切な自立支援を行

います。 

○生活福祉資金貸付制度等の支援施策の周知と適正利用を図るとともに、地元企業

やハローワークと連携した就業相談などを行います。 

 

３ 

福祉ボランティア等の育成・確保 

○社会福祉協議会や教育委員会等と連携し、福祉の重要な担い手となるボランティ

アや福祉団体の育成とその支援に努めます。 

○川根本町災害時要配慮者避難支援計画等に基づき、高齢者世帯や障がいのある人

の災害時における安全を確保するため、自主防災会等と連携した緊急時の対応体

制の整備を図り、また、必要な専門知識を備えた災害ボランティアコーディネー

ターなどの養成に努めます。 

 

４ 

地域福祉を実現するための基盤整備 

○すべての人が安全に安心して公共施設や公共交通機関等を利用できるよう、役場

や公共施設、駅、道路などのユニバーサルデザイン化を推進します。 

○すべての町民が福祉サービスなどを適切に利用できる体制を整備します。 

○日常生活自立支援事業や成年後見制度の活用を進め、自立支援と権利擁護に努め

ます。 

健
康

･

福
祉
分
野
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２－３ 高齢者福祉 

１．現状  ·································  

◆当町の人口は、平成23年度から平成28年度の５年間で8,252人から7,333人と919人減少す

る一方で、高齢者数は3,410人から3,431人と21人微増しています。この間の高齢化率は

41.3％から46.8％と5.5％増加しており、高齢化が急速に進んでいます。 

◆当町の「お達者度」は、男性が１位、女性は３位（平成25年）となっており「元気な高齢

者が多い町」でもあります。引き続き、高齢者が生きがいを持って自立した生活が営める

よう、高齢者の豊かな経験・知識を活かした取組や活動場所（居場所）づくりを支援して

います。 

◆平成27年度の介護保険認定おいて、要支援認定者数は98名、要介護認定者数は482名であ

り、何らかの介護が必要とされる人は緩やかに増加しています。 

◆在宅介護サービスとして、「訪問介護」「通所介護」「短期入所介護」、地域密着型サービス

として、「認知症対応型共同生活介護」「小規模多機能型居宅介護」「地域密着型通所介護」、

施設介護サービスとして、介護老人福祉施設「あかいしの郷」があります。 

◆一人暮らし高齢者や高齢者世帯、認知症高齢者が増加する中、在宅生活を支える医療と介

護が連動した支援が求められています。 

２．課題  ·································  

◆介護老人福祉施設の増床が進められていますが、町外の施設やサービスを利用している町

民も多くいるため、高齢者が健康でこの町で暮らし続けられるよう、介護サービスの充実

を図っていきます。 

◆要介護状態となっても住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、医療・介

護・介護予防・住まい・自立した日常生活の支援が包括的に確保される地域包括ケアシス

テムの構築を目指していきます。 

◆一人暮らし高齢者、認知症高齢者が増加する中、町内の介護を支える人材の確保に努める

必要があります。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「介護保険事業の円滑な推進」 

「高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進」 

「日常生活を支える支援の充実」 
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４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

要介護・要支援認定を 

受けていない高齢者割合 
83.1％ 84.0％ 

５．主な施策  ·······························  

１ 

高齢者の生きがいづくりと生活支援の充実 

○社会福祉協議会をはじめ、様々な高齢者福祉サービスを展開する事業者や団体と

連携し、高齢者支援を効果的に展開できる体制を整えます。 

○生きがい対応型デイサービス、配食サービス、外出支援サービス、緊急通報シス

テム、救急医療情報キット支給など、高齢者福祉サービスの充実を図ります。 

○地域が一体となって高齢者の見守りや生活支援を行うための住民活動・ボランテ

ィア活動を支援します。 

○シルバー人材センターの充実や高齢者の起業など、高齢者の働く場や機会の拡充

と支援を図ります。 

○いきいきクラブの活動支援を行うとともに、高齢者のボランティア活動等への社

会参加を促進します。 

 

２ 

介護保険サービスの充実 

○既存の介護保険サービスの量と質の向上を図ります。 

○地域に必要な介護保険サービス事業所の創設や拡充を支援します。 

○介護保険サービス事業所などの職員の人材育成、確保を支援します。 

○サービス付き高齢者住宅やお泊りデイサービスなどの施設整備について検討し

ます。 

○多世代交流型福祉施設の整備、運営の実現を目指します。 

健
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３ 

地域包括ケアシステムの構築 

○当町で自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住ま

い及び自立した日常生活を包括的に確保する仕組み（介護予防・日常生活支援総

合事業及び包括支援事業※）を地域包括支援センター、社会福祉協議会、町内及

び近隣市町の医療機関、介護保険サービス事業所、地域住民等を中心に構築しま

す。 

 

※介護予防・日常生活支援総合事業及び包括支援事業 

ア 介護予防・生活支援サービス 

イ 地域包括支援センターの運営 

ウ 在宅医療・介護連携の推進 

エ 認知症施策の推進 

オ 生活支援サービスの体制整備 

 

４ 

高齢者を支える推進体制の充実 

○実情を反映した効果的な福祉施策の推進のために、高齢者保健福祉計画及び介護

保険事業計画のＰＤＣＡの仕組みに基づく定期的な見直しを行います。 

○保健・福祉サービス推進協議会や地域包括支援センター運営協議会を中心に、関

係機関等の連携を強化します。 

○支え合いの意識を高め、地域住民による生活支援活動を推進し、高齢者ができる

だけ長く住み慣れた地域で生活できる仕組みづくりを進めます。 
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２－４ 障がい者福祉 

１．現状  ·································  

◆改正障害者自立支援法の完全施行、「障害者総合支援法」の施行、また国連の「障害者の

権利条約」の批准等、障がいのある人に係る環境、法制度はここ数年で大きく変化してい

ます。 

◆「第３次川根本町障がい者計画」及び「第４期川根本町障がい福祉計画」を策定し、これ

までの理念を継承しつつ時代の変化に対応しうる諸施策を盛り込み、障がい福祉サービス

の基盤整備を進めています。 

◆手帳保有者数による障がいのある町民の数は、身体障がい352人、知的障がい62人、精神

障がい29人で、ここ数年横ばいで推移しています。 

◆障がいのある人のための施設としては、就労継続支援Ｂ型施設「みどりの丘」と「みどり

の丘えまつ」があるほか、ふじのくに型特別養護老人ホーム「あかいしの郷」で短期入所

の受け入れが可能となっていますが、障がい福祉サービスを提供する事業所が限られてい

るため、近隣市町と連携した取組を進めています。 

２．課題  ·································  

◆障がい福祉サービスの提供体制の整備・充実とともに、社会参加機会の拡大や地域におけ

る支え合いなど、自立支援を中心とした取組が求められます。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「就労機会の充実と社会参加の促進」 

「自立した生活を支える福祉サービスの充実」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成27年度） 

目標値 

（平成38年度） 

障がい者福祉が充実していると 

思う人の割合 
22.8％ 50％ 

５．主な施策  ·······························  

１ 

相談支援事業の充実 

○相談員の配置等により、個に応じた多様な相談に対応できる体制と仕組みを構築

します。 

○障がいのある人が地域において安心して生活できるよう、障がいのある人やその

家族への支援を拡充します。 
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２ 

保健福祉サービスの充実 

○障がいの早期発見のために、検診や保健指導などの充実や早期療育体制の強化を

図ります。 

○障がいのある人が地域において自立した生活を送ることができるよう「障がい福

祉計画」に基づき、障がい福祉サービスの提供基盤と体制の充実を図ります。 

○身体・知的・精神に障がいのある人の経済的負担の軽減を図るため、医療費助成

等の支援を行います。 

 

３ 

自立生活の支援と社会参加の促進 

○行政や企業・事業所に対して、障がいのある人の雇用に関する意識啓発を図り、

就労に関する相談に応じる体制を構築するなど、就労機会の拡大に努めます。 

○障がいのある子どもが十分な教育を受けられる教育環境の整備を行います。 

○障がいのある人が地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、グルー

プホーム等の必要な施設整備を検討します。 

○障がいのある人への支援団体やボランティア団体の活動への支援の拡充を図り

ます。 

○障がいのある人の権利擁護や福祉サービスの円滑な利用を促進するため、日常生

活自立支援事業や成年後見制度の周知、実施を図ります。 

○災害時における障がいのある人などの安全を確保するため、自主防災会や民生委

員・児童委員などと連携し、必要な情報提供や避難の体制づくりに努めます。 

○戸別訪問等の見守り活動の充実を図り、障がいのある人への虐待の予防及び早期

発見に努めます。 

 

４ 

バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化の推進 

○道路や公共施設等のバリアフリー化とユニバーサルデザイン化を進め、誰もが利

用しやすいまちづくりを目指します。 

○手話通訳派遣・朗読サービスの実施や、ホームページ・かわねフォンの活用を通

じて、すべての人がわかりやすく利用しやすい情報提供に努めます。 

○日常生活用具給付事業による住宅改修費補助制度など、高齢者・障がい者の日常

生活が円滑に行われるための支援制度に関する相談体制の充実に努めます。 

 

５ 

障がい者福祉の体制の整備と計画的な施策の推進 

○「障がい者計画」及び「障がい福祉計画」に基づき、総合的な障がい者施策を計

画的に推進し、必要に応じて計画の見直しを行います。 

○地域自立支援協議会を設置し、国・県、サービス提供事業者、ハローワークなど

の雇用関連機関等と連携を図りながら障がい福祉サービスの充実に努めます。 
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２－５ 子育て支援 

１．現状  ·································  

◆平成24年に子ども・子育て支援法をはじめとする子ども・子育て関連３法が制定され、少

子化や次世代育成に対する取組が進んでいます。しかし、仕事と子育ての両立が難しい労

働条件や職場環境、男女の交流機会の減少、価値観の変化による非婚・未婚・晩婚化など

を背景に少子化が進んでいます。 

◆平成26年度に「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、少子化や次世代育成に対する取

組を進めていますが、近年の出生数は年間約15人から30人前後で推移し、深刻な少子化が

進行しています。 

◆現在、２つの町立保育園と１つの私立保育園、１つの私立幼稚園、１か所の子育て支援セ

ンターを設置し、地域の子育てを支援するとともに、保健事業において母子保健事業も進

めています。 

◆男女の出会いの機会を提供する活動を行う団体への支援を行っています。 

２．課題  ·································  

◆子育てに対する孤立感や経済的負担感を抱える家庭への支援をはじめ、結婚や出産・子育

てしやすい環境づくりなどについて、個に応じた対応や自然とのふれあいといった地域特

性を活かすことで、地域の子ども・子育て支援の充実に向けた取組を推進することが必要

です。 

◆男女の健全な交流の場の創出に努めていく必要があります。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「子育てしやすい地域社会の実現」 

「子育てへの不安の解消」 

「男女の交流機会の促進」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成27年度） 

目標値 

（平成38年度） 

子育て支援が充実していると 

思う人の割合 
19.6％ 50％ 
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５．主な施策  ·······························  

１ 

子ども・子育て支援サービスの充実 

○質の高いきめ細かな保育が提供されるように、幼稚園・保育園への支援を充実さ

せます。 

○子育て支援施設の運営と拡充、養育支援訪問事業等を通じて、子育てに関するニ

ーズに細かに対応した施策を推進します。 

○児童の心身の健全な育成を目的とした放課後児童クラブの充実を図ります。 

 

２ 

地域における子育ての支援 

○育児相談や託児サービスを充実させ、子育て世代の不安と負担の解消に努めま

す。 

○子育てサービスに関する必要な情報がわかりやすく伝わる情報発信に努めます。

○子育てサークルへの活動支援や憩いの場の創出等を通じて、地域における子育て

支援の充実を図ります。 

○子育てに関する総合的な相談体制の構築と情報交換の場を提供します。 

 

３ 

職業生活と家庭生活との両立の推進 

○保育所における一時保育や延長保育、放課後児童クラブや放課後子供教室の充実

等により、核家族世帯でも就労しやすい環境づくりに努めます。 

○テレワーク等の推進を通じて、子育て期間中や子育ての後にも、空き時間や経験

を活かすことができる雇用の機会を創出します。 

○ワークライフバランスの推進に向けた啓発を行い、家庭と仕事を両立する意識を

高めます。 

 

４ 

見守り支援を必要とする児童への対応 

○見守り支援を必要とする児童への相談体制を充実させます。 

○障がいのある子どもに対する児童発達支援、短期入所、放課後等デイサービス、

療育支援などのサービスの充実を図ります。 

○保育所において障がいのある子どもも障がいのない子どもと同様に受け入れる

とともに、小学校へ円滑に進学できるように支援を行います。 
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５ 

子育てがしやすい環境づくり 

○子育てに必要な経済負担を軽減するため、児童手当の支給やこども医療費助成な

ど経済的な支援を行います。 

○子育て世代の居住環境を充実するための支援を行います。 

 

６ 

男女の交流機会の創出 

○男女の交流の機会創出に努め、その活動に対する支援を行います。 
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生活環境・基盤整備分野 快適に安心して暮らせるふるさと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育・文化分野 

地域を支えるひとであふれる 

ふるさと 

地域基盤 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  70 

ひとづくり 

健康・福祉分野 

安心して元気に暮らせる 

ふるさと 

魅力づくり 

生活環境・基盤整備分野 

快適に安心して暮らせる 

ふるさと 

自然・環境・伝統分野 

自然・歴史と共に暮らす 

ふるさと 

住民参加・行政運営分野 

住民主役の地域づくりが盛んな 

ふるさと 

産業・労働分野 

お茶と温泉、活気ある産業に満ちた

ふるさと 

活力づくり 

生活環境 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  75 

生活安全 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  83 
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３－１ 地域基盤 

 

３－１－１ 土地利用 

１．現状  ·································  

◆国の土地利用は、開発の時代から維持更新の時代に入っており、特に地方においては、森

林や農地、住宅地、商工業用地などが荒廃地や未利用地となることの防止や、有効な利用

転換が求められています。 

◆当町の面積は496.72㎢で、その９割を森林が占め、地形上、総土地面積に占める可住地面

積は9.6％と少なく、土地の利用方法は限られています。 

◆手入れが行き届かなくなった森林や茶畑、空き店舗や空き家などが増える一方、豊かな自

然環境や農地、森林の保全、若者の定住、新たな産業立地、文化・スポーツ利用など、町

民の土地利用に対する要望は多様であり、より高度なものとなってきています。 

◆平成６年より地籍調査に着手し、地籍の明確化を図ってきました。 

２．課題  ·································  

◆生活や生産・経済活動の基盤となる大切な資源である土地の持つ価値を最大限に活かすた

めに、適正に土地利用を進めていく必要があります。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「適正な土地利用の計画的推進」 

４．主な施策  ·······························  

１ 

計画的な土地利用の推進 

○川根本町国土利用計画に沿って、総合的・利用区分別の措置、ゾーンごとに特徴

的かつ効果的な土地利用を進めます。 

 

２ 

地籍調査の推進 

○地籍の明確化を図ることにより、災害時の復旧への迅速な対応や、土地取引・課

税の適正化を図ります。 
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３－１－２ 道路・公共交通 

１．現状  ·································  

◆国・県の道路や公共交通機関は、農林業や商工業、観光業などの産業振興や住民生活の重

要な基盤です。 

◆大規模地震や集中豪雨等の災害への予防対策が大きな課題となっています。 

◆主な路線として、国道362号と国道473号、主要地方道川根寸又峡線、県道接岨峡線があり

ますが、このうち国道362号では平成29年度中の完成を予定している青部バイパスの整備

が進められています。青部バイパスの開通により、町内の生活利便性の向上が期待されて

います。 

◆町道においては、財政的な制約や地形的な条件などから十分な改良工事が進んでいない路

線があります。 

◆公共交通は、定期的に運行される大井川鐵道本線と井川線、大井川鐵道バス、町営バスが

あり、この他高齢者への外出支援サービスも実施しています。 

２．課題  ·································  

◆道路の計画的な整備や改良を進め、誰でも安心して通行できるユニバーサルデザイン化や、

自然や茶畑の景観に調和した道路づくりが求められています。 

◆町内で公共交通機関がない地域の解消や、更なる利便性の向上に努めていく必要がありま

す。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「快適に安心して利用できる交通体系の整備」 

「だれもが利用しやすいまちづくりの整備」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

生活道路整備率 86.5％ 87.2％ 

生
活
環
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基
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整
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５．主な施策  ·······························  

１ 

幹線道路網の整備 

○道路交通の利便性・安全性の向上や大規模災害時の孤立防止を図るとともに、人

的交流、物流の活性化を図るため、国道362号と国道473号、主要地方道川根寸又

峡線や市道閑蔵線等の崩落危険箇所や狭隘箇所、曲折箇所などの解消について、

国・県及び静岡市に要望します。 

○大井川中・上流部の交流をより深めるため、その核となる山梨県早川町から川根

本町間の道路整備を関係機関に要望します。 

 

２ 

安全で快適な道路の整備 

○幹線道路沿いを誰でも安心して通行できるよう、歩道や交通安全施設などのユニ

バーサルデザイン化を国・県に要望します。 

○身近な生活道路である町道の交通危険箇所や狭隘箇所の改良、舗装、老朽化した

橋の改良整備を進めます。 

○主要な道路への美しい統一的な案内板の整備、景観形成のための間伐や花いっぱ

い運動の推進、道路清掃ボランティアの支援などに努めます。 

○幹線道路に沿って、大井川や茶畑、ＳＬなどの景観を楽しむことのできる場所（ビ

ューポイント）の整備を促進します。 

 

３ 

公共交通機関の維持・充実 

○公共交通機関であり、地域の観光交流資源でもある大井川鐵道の利用促進を検討

します。 

○デマンドタクシー等の移送サービスの充実と周知に努めます。 

○より利便性が高い公共交通体制の構築について調査・検討していきます。 
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３－１－３ ＩＣＴ 

１．現状  ·································  

◆高度情報基盤整備工事が完了し、光ファイバ網による高速通信ネットワークが町内全域で

利用できる環境が整いました。 

◆告知放送システムの整備も完了し、戸別受信機に替わる「かわねフォン」を各世帯に設置

し、これまでの音声放送のみの情報配信から音声、文字による情報配信のほか、広報動画

の配信、町ホームページのお知らせの閲覧、無料テレビ電話の利用ができ、きめ細かな情

報配信が可能となりました。 

２．課題  ·································  

◆近年、全国各地で高速通信ネットワーク等を利用し、防災・医療・介護・教育・産業等の

あらゆる分野でのＩＣＴ利活用の取組が進められています。当町としてもＩＣＴ利活用に

よる町民生活の利便性の向上、企業誘致による就業人口の拡大等を図る取組が必要です。 

◆行政情報化を推進するため、インターネットを利用した電子申請手続き等の拡充を図りま

す。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「ＩＣＴの活用による生活利便性の向上」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

公衆無線ＬＡＮアクセスポイント

設置ヶ所数 
16ヶ所 25ヶ所 

 

 

生
活
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５．主な施策  ·······························  

１ 

地域情報化とＩＣＴ利活用の推進 

○あらゆる分野でＩＣＴを活用した施策やサービス提供の実現に向け、関係課、関

係団体と連携して推進します。 

○公衆無線ＬＡＮアクセスポイントを増設し、町民や来訪者の利便性の向上と商工

観光業をはじめとする地域の活性化を推進します。 

○学校や企業と連携したＩＣＴ教育を展開することで、ＩＣＴの知識や技術を習得

できる体制を整備していきます。 

○町民自らが町の出来事や新たな魅力を発信できる地域リーダー養成のための講

座を開設します。 

○町民がインターネットを積極的に利用できるよう、パソコン教室などの開催を支

援します。 

 

２ 

行政情報化の推進 

○行政・議会情報、災害情報等を素早く提供するため、ホームページ、かわねフォ

ンを活用した情報発信を行います。 

○高齢者や障がいのある人も利用しやすいホームページの構築を図ります。 

○災害などの緊急時に対応できる無線を活用した情報伝達手段の充実を図ります。

○利用者の利便性の向上と事務事業の効率化を図るため、インターネットを利用し

た電子申請手続き等の導入を図り、併せて携帯電話を利用したサービスについて

も検討を進めます。 
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３－２ 生活環境 

 

３－２－１ 居住環境 

１．現状  ·································  

◆国内では、大都市への人口集中が進む一方で、Ｕターン・Ｉターンを希望する若者や退職

者が増加するなど、新しい動きが見られます。 

◆町営住宅は８団地・116戸であり、「川根本町住宅総合計画」及び「川根本町営住宅等長寿

命化計画」に基づき、整備・管理が進められています。特に、当町においては、低所得者

層を中心とする住宅困窮者層への低廉な住宅の供給という住居セーフティネットの充実

と併せて、若年層の定住促進のための環境整備という側面を強く意識した新設・建替えを

行ってきました。 

◆町営住宅の中には、昭和40年代以前に建築された老朽化の著しい住宅が１団地・12戸

（10.3％）あるほか、近年中に耐用年数の1/2を経過する住宅は３団地・40戸（34.5％）

あり、更新が必要な住宅は全体の約４割を占めています。 

◆町内には多くの空き家が存在し、今後10年の間にも増加していくことが予想されているた

め、所有者の適正な管理を促すほか、空き家の利活用や除却についても検討が必要です。 

◆町内の公園については、長島ダム四季彩公園展望広場や智者の丘公園のほか、児童遊園、

幼稚園・保育園の遊具・広場の開放、河川敷の親水公園、各地区によって整備された広場

などがあり、多くの町民に利用され親しまれています。 

２．課題  ·································  

◆老朽化住宅に対しては、公的住宅に関する需要把握や厳しい財政状況等への的確な対応に

努めながら、必要な建替事業や改善事業を効率的かつ円滑に進めていくことが求められて

います。 

◆町営住宅の入居者の高齢化、障がい者世帯の受け入れの拡大、地域社会との共生など、町

営住宅の機能や居住環境の質的向上に関して多様化するニーズに適切に対応していくと

ともに、定住促進、子育て支援、産業振興、保健・医療・福祉の充実など、地域のまちづ

くりを総合的・包括的に捉えながら、住宅環境の整備やシステムの構築を進めていきます。 

◆既存の公園の有効活用と、新たな公園の整備について検討、支援していくことが必要です。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「自然と生活が調和した生活空間の創出と 

 多様な生活スタイルに適した居住環境の提供」 

生
活
環
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４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

定住促進住宅建設補助制度 

利用件数 
9件 19件 

５．主な施策  ·······························  

１ 

良好な住宅・宅地の供給推進 

○周囲に危険を及ぼす空き家等の把握に努め、危険空家の抑制と除却等への支援策

を検討します。 

○町営住宅の需要を把握した上で、平成23年度に策定された「川根本町営住宅等長

寿命化計画」に基づき、住宅の長期的な維持管理及び適正な整備を進めます。 

○定住を促進するために、町内に住居を新築することに対する助成を行います。併

せて、大井川産材木の利用の促進や誰もが使いやすい住宅の整備に努めます。 

○宅地の造成等、町内に住宅を新築しやすい仕組みを検討します。 

 

２ 

地域の住環境の充実 

○公共的な場所に花壇を新設する活動に対して支援を行います。 

○公共的な花壇の管理に必要な種苗・球根・土の供給支援を行います。 

○公園等の町民の憩いの場を整備し、快適な住環境の整備を図ります。 
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３－２－２ 移住・定住 

１．現状  ·································  

◆当町では、特に若者層の人口流出に伴い、人口減少や高齢化などの大きな問題に直面して

います。人口減少は、町の機能維持に大きな影響を与えるものであり、産業の衰退や集落

機能維持に支障をきたすなど様々な課題の要因になっています。一方で、近年のライフス

タイルの多様化に伴い、都市部等に住む若者を中心に農村回帰の機運の高まりがみられま

す。 

◆将来にわたり町の機能を維持していくためには、これまでの慣習や制度等を見直し、持続

可能で参画を得られやすい地域の体制・制度づくりを進めていくほか、田舎暮らしに関心

のある移住希望者を対象とした人口流入の促進を図っていくことが重要となります。 

◆町内にある利活用可能な空き家を募り、移住希望者に情報提供する空き家バンクの運営や

町内の空き家の状況把握調査を実施しています。また、関係課との連携のもと、起業支援

や新築支援制度を新たに創出し、移住希望者への支援を充実させてきました。 

２．課題  ·································  

◆町の魅力を高め、多くの移住希望者に選ばれる町をつくりあげていくとともに、関係課・

関係機関との連携により、良質な住・職の提供や起業・生活支援などの支援制度の更なる

充実と切れ目のない支援体制の構築、ＰＲ活動などを通じた移住者を確保するための取組

を強化していく必要があります。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「移住・定住の促進」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

移住者数 2人 5人 

生
活
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５．主な施策  ·······························  

１ 

空き家の有効な利活用の促進 

○各地区等と連携した地域の空き家情報の収集を行い、空き家バンクへの登録を促

進するとともに、効率的に空き家情報を発信することにより、移住希望者とのマ

ッチングを図ります。 

○空き家の賃貸利用等、空き家の利活用を促進するための支援体制を検討します。

○実態調査や地域のヒアリング等を通じて、地域における空き家の現状の把握に努

め、空き家等対策施策の効率的な実施を推進します。 

 

２ 

移住相談体制の充実 

○一元的に対応可能な移住相談体制を整備するなど、移住希望者への支援を充実さ

せます。 

○地域での生活が円滑に行われるよう、地域の受け入れ意識の醸成を図るととも

に、移住希望者への対応や移住後の暮らし支援等を担う支援団体の育成・支援に

ついて検討します。 

○移住希望者のニーズに応じ、就業情報の提供や各種助成制度の活用に努めます。

 

３ 

移住希望者の発掘 

○当町を移住の候補地として選んでもらうために、移住体験事業をはじめとした町

の暮らしに触れる機会の提供に努めます。 

○移住者を確保するため、首都圏等においてのＰＲ活動を充実させます。 

○地域おこし協力隊をはじめとした、都市部等の若者の受け入れを進めることによ

り、将来の定住と地域の活力増進に努めます。 
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３－２－３ 衛生 

１．現状  ·································  

◆一般廃棄物については、「田代環境プラザ」において広域処理を行っていますが、生活水

準の向上や生活様式の変化、交流人口の増加に伴い、ごみの排出量が増加傾向にあり、そ

の処理費用も増加しています。 

◆し尿処理については、し尿処理施設である「川根地区広域施設組合クリンピュア川根」に

おいて処理を行っているほか、より衛生的な生活環境づくりのために、合併処理浄化槽の

普及を図っています。 

◆斎場の定期的な保守点検と補修を実施しながら適正な管理・運営に努めています。 

２．課題  ·································  

◆ごみの分別やリサイクル、生ごみ処理容器の導入への補助などによる減量化・再資源化に

努め、リサイクル活動に対する助成などを通じた再資源化体制等の更なる強化や、啓発活

動により町民一人ひとりが減量化・再資源化に取り組む意識の醸成を図っていく必要があ

ります。また、道路等へのごみのポイ捨てや不法投棄の防止を図っていく必要があります。 

◆「川根地区広域施設組合クリンピュア川根」の適正な施設維持と管理運営方法の検討を行

い、効率的なし尿処理を進めていく必要があります。 

◆墓地は、管理主体ごとに適正に管理ができる体制と周辺の環境美化を進める必要がありま

す。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「安心・衛生的な生活環境の維持」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成27年度） 

目標値 

（平成38年度） 

衛生に満足している人の 

割合 
47.2％ 61.4％ 
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５．主な施策  ·······························  

１ 

ごみ減量化と資源化、環境美化の推進 

○広報や学校教育、生涯学習などにおいて循環型社会や環境保全に関する学習を推

進し、だれもが正しいごみの処理方法に対する理解を深め、ごみの減量化や再資

源化、水質汚濁防止、自家焼却禁止や、不法投棄の禁止などについて町民の意識

の高揚を図ります。 

○生ごみ処理容器購入及び資源リサイクル活動に対する助成などを行い、ごみの資

源化率の向上を図ります。 

○不法投棄未然防止のため、町民と行政、町内事業所などの協力・連携による監視・

連絡体制を確立します。 

○地区や団体などが行うごみ処理施設や先進的な取組に対する視察、町民の自主的

な美化活動を支援し、町民や観光客に対してごみの持ち帰りなどの啓発活動を行

います。 

 

２ 

生活環境の保全 

○家庭での生活排水やし尿の適正な処理のため、合併処理浄化槽の設置補助を実施

し、また、生活排水処理施設等の整備を進めます。 

○各家庭の汲み取りし尿や浄化槽汚泥を処理する「川根地区広域施設組合クリンピ

ュア川根」の適切な施設保全・改修を進め、効率的な運営方法等について検討を

進めます。 

○犬猫等の愛護動物の適正飼養を推進します。 

 

３ 

公害の防止 

○河川、大気、土壌等の汚染や騒音・振動・悪臭などの監視に努め、公害に関する

情報収集と広報、未然防止と早期対策に努めます。 

○公害苦情に適正に対処する体制を整備します。 

 

４ 

斎場・墓地の適正な維持管理の推進 

○斎場の適正な維持管理と円滑な運営に努めます。 

○寺院で管理する墓地や集落ごとに管理している共同墓地などの適正な維持管理

に努め、墓地周辺の環境美化を促進します。 
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３－２－４ 水道 

１．現状  ·································  

◆安全でおいしい水の供給は、町民の健康で清潔な生活に欠かせないものであり、企業立地

の条件としても重要です。 

◆平成27年３月現在、簡易水道施設が11カ所あり、町営の簡易水道普及率は93.4％ですが、

施設数が多く、加えて浄水場機能の高度化により維持管理に専門的な知識・経験が必要に

なってきたため、その費用も増加しています。 

◆平成21年３月より旧中川根・旧本川根で異なっていた管理運営や水道料金を統一し、より

効率的な運営を行ってきましたが、人口減少などに伴う水道料金収入の低下により厳しい

経営となっています。 

◆飲料水供給施設は、18施設の内、12施設で施設維持管理業務を当該地区に委託しています。

また、人口減少や高齢化により地区での管理運営が難しくなった６施設を町の管理に移行

し、簡易水道と同じ水道料金を徴収しています。 

２．課題  ·································  

◆水道未普及地域の解消や老朽化した配管の布設替を計画的に進めるほか、簡易水道の経営

の健全化を図っていきます。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「安心・衛生的な生活環境の維持」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

水道に満足している人の 

割合 
61.0％ 100％ 

生
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５．主な施策  ·······························  

１ 

良質な水の安定供給 

○水資源を大切に利用するための啓発を図ります。 

○地域水道ビジョンや簡易水道基本計画に基づき、老朽化した水道施設の更新や改

良を行い、良質な水道水を安定供給します。 

○人口減少や高齢化により飲料水供給施設の維持が難しくなってきている地区に

ついて、良質な水道水を安定供給できるよう支援を行います。 

 

２ 

水道経営の効率化 

○地域水道ビジョンに基づき、計画的な老朽配水管の布設替や漏水対策を進め、有

収率の向上を図ります。 

○事務事業の効率化などを計画的に進め、水道経営を安定化できるよう収支均衡を

図ります。 

 

 

 



 

83 

 

３－３ 生活安全 

 

３－３－１ 防災 

１．現状  ·································  

◆東日本大震災、熊本地震のほか、広島市における時間雨量101㎜の豪雨をはじめ、大規模

な自然災害が多発化しており、今後も一度に多数の犠牲者が生じるような災害が起こるこ

とが懸念されます。 

◆静岡県においては、著しい被害の発生が予想されている東海地震のほか、駿河トラフ・南

海トラフ沿いで発生する東南海地震や南海地震が危惧されています。 

◆当町は「東海地震防災対策強化地域」に指定されており、県の第４次地震被害想定では、

最大で約800戸の建物倒壊の被害が発生し110名の死傷者が出ることが予想されています。 

◆町域の約９割は森林で傾斜地が多く、山地災害危険地区が多数あり、大きな地震が発生し

た場合には個々の集落だけでなく、町全体が孤立する可能性があります。 

◆国・県・町による治山・治水事業、調整ダムの機能を有する長島ダムにより河川の安全性

は向上していますが、近年の局地的な集中豪雨などへの対応が懸念されています。 

◆年２回の防災訓練の実施や、家具等転倒防止対策、住宅の耐震補強に対する助成などの取

組のほか、荒廃した森林の対策、植林による森林の防災機能の強化など、山地災害危険地

区対策を進めています。 

２．課題  ·································  

◆引き続き防災資機材の整備、災害時の通信手段の確保など、町の総合的な防災力の向上を

目指すとともに、地域防災計画や国民保護計画に基づく総合的な危機管理体制づくりなど

が求められます。 

◆局地的な自然災害等に対処できる治山・治水事業の促進が求められています。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「地域防災力の向上と自然災害対策等の充実」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

地域防災訓練参加者の割合 50％ 60％ 

生
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５．主な施策  ·······························  

１ 

防災体制の強化 

○災害対策本部運営機能の向上、防災関係機関との連携強化、地域の防災体制の確

立及び町民の防災意識の高揚を図るため、年間を通じて計画的かつ段階的に実践

的訓練を実施します。 

○防災上重要な情報通信網の機能を有効適切に発揮できるよう、防災行政無線等の

通信設備の整備を行い、自主防災組織等が活用しやすい運用形態の構築を図りま

す。 

○既存のヘリポートに加え、ヘリコプターの離発着が可能な場所を調査・選定し、

自主防災組織による離発着誘導訓練などを実施していきます。 

○東海地震の被災が重ならない地域の自治体と防災協定の締結を検討します。 

○原子力施設の事故が発生した際に放出される放射性物質による被ばくを防ぐた

め、安定ヨウ素剤の蓄積をはじめとした対策を進めます。 

○有事において、多様な情報収集・発信機能を確保するため、サテライトオフィス

を展開する企業等との防災協定などを通じて、ＳＮＳ等を活用した被害状況や不

足物資情報等の迅速・的確な相互伝達体制を整え、地域防災機能確立と強化を図

ります。 

 

２ 

防災意識の高揚と自主防災組織の強化 

○広報などを活用し、防災知識や地域の災害危険箇所などの周知徹底を図ります。

○町職員、町民及び各組織等を対象に、防災対応に関する知識・能力習得の機会を

創出し、個々の防災力向上を図ります。 

○地震発生時における家屋倒壊を防止するための、耐震補強と家具の固定や自己備

蓄など、家庭における防災対策を支援します。 

○防災訓練の実施等を通じて、自主防災組織の災害に対応する力を高めます。 

○地区との連携を密にし、地域の災害時要配慮者の把握に努め、避難支援対策を検

討するほか、避難者の多様性に配慮した避難所運営が可能となる支援策を講じて

いきます。 

 

３ 

治山・治水事業の促進 

○土砂災害や水害を防止するため、荒廃した森林の整備や治山事業を推進します。

○急傾斜地崩壊危険区域などの常時監視を行い、必要に応じた措置を講じます。 

○土石流の危険性がある河川の改修を実施し、改修にあたっては多自然型工法の採

用など、自然環境や景観に配慮します。 
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４ 

国民保護計画に基づく危機管理体制の強化 

○国民保護計画に基づき、国民保護協議会による当町の国民の保護のための措置に

関する施策を総合的に推進していきます。 

○有事の際には、災害対策本部と連携し、警報の伝達、避難の指示・誘導、救援の

指示・実施、住民生活の安定と応急措置・復旧などを実施します。 

 

 

生
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３－３－２ 消防・救急 

１．現状  ·································  

◆消防救急体制は、静岡市消防局島田消防署川根北出張所及び川根南出張所の常備消防と、

消防団による非常備消防で構成され、火災や行方不明者の捜索などのほか、常備消防によ

る年間平均約400件の救急出動にあたっています。 

◆消防団は、本部と８つの分団に編成され、団員数は386人（平成28年度）となっています。 

◆消防団活動拠点施設や防火水槽を中心に整備を進めており、消防車両などの機材について

も計画的に更新していますが、若者の流出により消防団員の確保が困難であることに加え、

町外に通勤する人が増加していることから、昼間の出動人員の確保が困難になっています。 

２．課題  ·································  

◆広域的な消防・救急体制の充実・強化を図る必要があります。 

◆消防団員の確保に努め、自主防災組織と連携した消防団活動の充実・強化を図る必要があ

ります。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「防災・救急体制の充実」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成27年度） 

目標値 

（平成38年度） 

消防・救急に満足している人の 

割合 
41.3％ 60％ 
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５．主な施策  ·······························  

１ 

防火意識の高揚と防火の徹底 

○かわねフォン、地区の防災委員や消防団員を通じた啓発活動を進め、町民の防火

意識の高揚を図ります。 

○消防署や消防団と協力し、地域の防災訓練などにおいて、初期消火方法を学ぶ機

会を提供します。 

 

２ 

消防体制の整備 

○消防団員の確保に努め、消火訓練の機会の拡充などにより、団員の資質の向上を

図ります。 

○各分団の拠点施設整備や消防機器等の計画的な維持・更新を行うとともに、地区

の防火水槽の適正な維持・管理に努めます。 

○多様化する災害に対応するため、救助・救出用資機材を搭載した車両の整備を順

次進めるとともに、団員の技能向上を図ります。 

○貯水槽や水道施設の耐震性の確保、給水タンクや応急復旧用資機材の整備など、

災害時の給水体制の整備を図ります。 

○災害時における常備消防と消防団の連携を図るための合同訓練等を実施します。

 

３ 

救急・救助体制の整備 

○災害時の医療救護が円滑に行われるよう、県、医療救護施設、消防等との連携を

密接に行います。 

○広報等を通じた救急処置法の周知や、町民の自主的な救急法講習の開催を支援し

ます。 

○役場や学校などの公共公益施設を中心に、応急手当に必要な備品や薬品、自動体

外式除細動器（ＡＥＤ）などの設置を促進し、町職員や教員をはじめ、施設職員

などへの応急手当講習を実施します。 

生
活
環
境･

基
盤
整
備
分
野



88 

 
３－３－３ 交通安全・防犯 

１．現状  ·································  

◆当町では、主要幹線道路を中心に、平成27年度中に26件の交通事故が発生していますが、

事故防止のための道路改良や交通安全施設の整備を随時進め、更に警察や交通安全協会な

どの協力を得て、交通安全運動や教室などを実施しています。 

◆犯罪については、防犯灯の設置や教育委員会と島田警察署との協定による、児童や生徒の

交通安全と非行防止に向けた取組など、学校・地域・家庭が一体となった見守り活動が定

着しています。 

◆犯罪の防止については、すべての町民が防犯意識を高め、警察・町民・地域・学校・職場

などが連携し、安心で安全な地域づくりを進めていくことが必要です。 

◆近年では、悪質商法の手口も巧妙化・多様化し、特に高齢者を中心に消費者被害に関する

相談が数多く寄せられるなど、消費者を取り巻く状況も大きく変化しています。 

２．課題  ·································  

◆国・県道等の整備に伴う交通量の増加や高齢者を主とした交通弱者の増加が進む中、事故

防止のための道路改良や交通安全施設の整備、また、子どもや高齢者に対する交通安全の

ための啓発活動の強化が求められます。 

◆これまでの消費生活に関する情報提供や消費生活相談などの一層の充実を図ることによ

り、安心・安全な消費生活の確保に努めていく必要があります。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「犯罪・事故の抑制」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成27年度） 

目標値 

（平成38年度） 

交通事故の発生件数 26件 0件 

５．主な施策  ·······························  

１ 

交通安全意識の高揚 

○警察や関連団体が協力し、子どもや高齢者などの交通弱者を中心に、参加・体験

型の交通安全教室を開催します。 

○交通事故の発生状況・発生場所・発生時間などの具体的な情報を、学校・職場・

地域・家庭等に提供し、交通安全意識の向上を図ります。 

○商店や飲食店などと連携し、飲酒運転の防止の啓発活動を強化していきます。 
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２ 

道路の改良と交通安全施設の充実 

○町内で起きた交通事故や道路災害の原因分析を行い、カーブミラーやガードレー

ル、速度抑制舗装等を設置するなど、効果的な交通安全施設の整備を行います。

○観光客等による事故を抑制するため、観光スポットにおける駐車場の確保、観光

客の視線に立った標識・案内板の設置などに努めます。 

○歩行者や自転車の交通事故の防止に向けて、反射材の推奨や安全な通学路の確

保、歩道の整備などを促進します。 

 

３ 

防犯活動の促進 

○町内で起きた犯罪についての情報を素早く町民に伝え、被害の拡大防止に努めま

す。 

○防犯灯の設置・整備を促し、夜間における町民の安全と通行の利便性の向上を図

ります。 

○学校や地域において、薬物に関する知識を習得する機会を提供し、薬物使用の防

止の啓発に努めます。 

○自らの安全は自ら守るという防犯意識を高めるため、かわねフォン、広報・ホー

ムページ、チラシ等によって犯罪の手口などの情報を提供し、被害の未然防止に

努めます。 

 

４ 

消費者保護の充実 

○各種相談への的確な対応、潜在的な消費被害者の救済、被害軽減と早期解決のた

めに、消費生活センター・民生委員・警察などとの連絡体制を構築します。 

 

５ 

消費者の自立支援 

○広報やホームページ、パンフレット等により消費生活に関する情報の提供を行う

など、消費者被害の未然防止を図ります。 

○消費生活に関する講座の開催等を通じて、町民の消費に関する意識の向上を図り

ます。 

○自主的な消費者教育活動を促進するため、消費者団体の育成・支援について検討

します。 
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自然・環境・伝統分野 自然・歴史と共に暮らすふるさと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育・文化分野 

地域を支えるひとであふれる 

ふるさと 

歴史・文化 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  92 

ひとづくり 

健康・福祉分野 

安心して元気に暮らせる 

ふるさと 

魅力づくり 

生活環境・基盤整備分野 

快適に安心して暮らせる 

ふるさと 

自然・環境・伝統分野 

自然・歴史と共に暮らす 

ふるさと 

住民参加・行政運営分野 

住民主役の地域づくりが盛んな 

ふるさと 

産業・労働分野 

お茶と温泉、活気ある産業に満ちた

ふるさと 

活力づくり 

自然環境 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  93 

景観形成 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  96 

環境保全 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  98 

自
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環
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統
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野
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４－１ 歴史・文化 

１．現状  ·································  

◆重要無形民俗文化財の「徳山の盆踊」や県指定文化財の「田代神楽」「梅津神楽」「徳山神

楽」などの伝統芸能が古くから伝承されているほか、古来より受け継がれてきた貴重な文

化財の保護に努めています。 

◆江戸時代から続く茶業の歴史を持つ当町では、数多くの伝統技術を受け継いだ名人・達人

がいます。 

◆地域の歴史を語る貴重な建物や生活用品・民話・昔話など、多くの地域文化の保存や発掘・

伝承活動が行われています。 

２．課題  ·································  

◆貴重な地域の伝統文化を伝承していくための支援が必要です。また、新たな文化の創造に

発展させていくことが求められています。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「文化・伝統の保全と継承」 

「文化・伝統を活かした地域づくりの推進」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

文化財登録件数 37件 37件 

５．主な施策  ·······························  

１ 

文化財と伝統文化の保存・継承と活用 

○文化財保護審議会における調査研究や保存会への支援などを通じて、歴史ある文

化財や伝統芸能を後世に残す取組を推進します。 

○貴重な歴史的文化財や伝統芸能を調査し、新たに町の文化財に指定するなど、そ

の保護に努めます。 

○川根本町の歴史・文化を学び、触れることで、その価値を認識する機会を創出し

ていきます。 

○子どもや若者の伝統文化への参加の促進等、歴史・文化を将来にわたり維持・発

展させていくための手法を検討します。 

○川根本町の歴史・文化の価値を整理し、町内外に様々な媒体・手法を通じて効果

的に発信していきます。 
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４－２ 自然環境 

１．現状  ·································  

◆当町は2,000ｍを超える山々が連なる南アルプス国立公園の最南端に位置し、総面積の９

割を森林が占め、大井川が町の中央を南北に流れています。南アルプスの最南部にある光

岳の南西側は、本州唯一の原生自然環境保全地域と南アルプス南部光岳森林生態系保護地

域に指定され、ハイマツの群落や特別天然記念物であるライチョウの生息の南限と言われ

ています。また、山犬段周辺のブナの原生林や大札山周辺のアカヤシオ・シロヤシオ、寸

又峡や接岨峡の雄大な渓谷など、美しい自然が残されています。 

◆平成25年に川根本町でも行われている茶草場農法が世界農業遺産に認定され、また、平成

26年には川根本町全域が南アルプスユネスコエコパークに登録されました。 

◆河川環境においては、河川法の改正により、従来の治水と利水に加え、水利権を持つ事業

者等に対して水質や景観、生態系などの整備と保全が義務付けられました。 

◆大井川では、水力発電の利水による河川水量の減少やダム湖への堆積土砂と河床の上昇、

ダム下流部の河床の低下、海岸浸食などが問題となっています。 

◆長島ダムの奥大井接岨湖カヌー競技場としての利用や、河岸のキャンプ場整備など、町民

や観光客の河川とふれあう場としての利用が進んでいます。 

２．課題  ·································  

◆自然環境や景観の保全・回復、整備を進めるとともに、自然体験や観光、レクリエーショ

ンなど、自然の有効な利活用を促進していくことが求められています。 

◆大井川水系の水量確保、堆積土砂や下流部の海岸浸食問題への対応、河川の環境保全・回

復、町民や観光客が憩い集う親水公園としての河川利用など、多種多様な事業と活用が求

められています。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「豊かな生態系と生物多様性の保全」 

「自然との新しいふれあいの機会の創出」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成27年度） 

目標値 

（平成38年度） 

自然環境に満足している人の 

割合 
14.9％ 20％ 

自
然･

環
境･

伝
統
分
野



94 

 

５．主な施策  ·······························  

１ 

自然環境の保全 

○自然災害を防止し、きれいな水と酸素を供給する機能を持つ森林を守り育ててい

く「水と森の番人」であることを誇りに思えるよう、町民の意識の高揚を図るた

めの啓発を推進します。 

○土砂災害防止や水源かん養、快適な生活環境の形成など、森林の持つ多面的機能

を持続的に発揮させるため、森林の適正管理や針広混交林化、広葉樹林化を促進

します。 

○ダム上流部の堆積土砂の除去、下流沿岸部への流砂を促進し、大井川の機能を回

復・維持するため、大井川流域の住民が一体となって関係機関に働きかけを行い

ます。 

○啓発活動の充実等を通じて、希少動植物や昆虫及び貴重な自然環境の保護・保全

を図ります。 

○特定外来動植物による生態系への被害状況の把握に努め、状態に応じた防除に取

り組みます。 

○南アルプスユネスコエコパークの理念をまちづくりの１つの基盤として位置付

けていきます。 

 

２ 

自然の利活用 

○ガイドの養成、ハイキングコースの整備、情報発信拠点の体制づくりなどを通じ

て、エコツーリズムの推進を図ります。 

○誰もが身近に親しめる親水空間を整備し、水辺の利用拡大を図ります。 

○身近な自然に生息する在来動植物の保護に努めます。 

○環境教育や心身の癒し、レクリエーション・レジャーなど、様々な方法による自

然の利活用を推進します。 

○林業関係団体や小中高等学校などと連携し、林業体験等の森林とふれあう機会を

提供していきます。 

 

３ 

保全活動の促進 

○森林組合や林業家と連携した森林体験の場の提供等を通じて、森林環境の保全に

対する理解を深める取組を進めます。 
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４ 

河川の保全・整備 

○国・県・利水者と協働で河川やダム湖の環境保全を推進します。 

○水利権更新時における住民の意見の尊重等、流域全体として河川環境の改善を推

進します。 

○河川環境の整備方針を関係機関と協議し、堆積土砂排出や下流部への流砂を計画

的に進めるなど健全な河川環境の整備を推進します。 

○災害防止と自然に配慮した河川改修、排水路整備を進めます。 

○河川環境保全に取り組む組織やボランティアなどの自主的な河川美化活動を支

援します。 

 

５ 

河川の有効利用 

○水辺の自然環境の保全を考慮しながら、親水護岸の導入など、河川敷を活用した

水辺空間の創出を促進します。 

○ダム湖や河川を、水遊び・魚釣り・カヌーなどの場として積極的に利用していき

ます。 

 

 

自
然･

環
境･

伝
統
分
野
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４－３ 景観形成 

１．現状  ·································  

◆都市的な景観形成が進む一方で、本来の自然に癒しを求める人々が増え、各地で地域ぐる

みの自然景観の保全と創造への取組が行われるようになってきました。 

◆当町は日本百名山の一つである光岳を有する南アルプス国立公園、奥大井県立自然公園、

本州唯一の原生自然環境保全地域を有しています。また、町を流れる大井川には学術的に

も貴重な「鵜山の七曲りの嵌入蛇行（かんにゅうだこう）」が見られるなど、雄大な渓谷

や山岳が相まった美しい景観が形成され、町内には緑の茶園が広がり、古くからの生活の

営みによって創られてきた風景が落ち着いた景観を創り出しています。 

◆高齢化や後継者不足などの影響により、荒廃森林、耕作放棄地などが増え、また、町内に

は老朽化して景観にそぐわない看板や建物も増加しています。 

２．課題  ·································  

◆景観保全に関する活動と意識啓発を進め、茶園景観をはじめとした地域の豊かな自然環境

や地域文化を継承しつつ、魅力的な景観をつくりあげ、地域の資源として活用していく必

要があります。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「美しい里山景観の保全と継承」 

「自然を利活用した秩序ある景観形成の誘導」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成27年度） 

目標値 

（平成38年度） 

景観形成に満足している人の 

割合 
19.4％ 26％ 
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５．主な施策  ·······························  

１ 

美しい景観づくりの推進 

○景観行政団体への移行、景観計画、デザインコード、景観条例の検討を通じて、

地域が一体となった美しい景観形成の誘導に努めます。 

○南アルプス国立公園、奥大井県立自然公園、原生自然環境保全地域を含めた自然

環境の保全活動に取り組みます。 

○荒廃森林・耕作放棄地の増加の抑制やビューポイントの整備を進めることで、町

が誇る景観を保全し、その魅力を町内外に効果的に発信していきます。 

○自然景観に調和した色を基調色とした看板や町並みづくりなどを地域とともに

促進します。 

 

２ 

環境美化 

○ごみのポイ捨てや不法投棄をなくすよう町民や観光客の意識啓発に努めます。 

○地域における道路・河川の清掃活動や緑化・花づくりの推進などの自主的な活動

を促進します。 

 

３ 

「日本で最も美しい村連合」 

○生活の営みによってつくられてきた景観や環境への意識を深める機会を創出し、

その価値を高める活動を推進することにより、地域資源の保護と地域経済の発展

を目指します。 

○日本で最も美しい村連合の理念をまちづくりの１つの基盤として位置付けてい

きます。 

 

 

 

自
然･

環
境･

伝
統
分
野
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４－４ 環境保全 

１．現状  ·································  

◆環境破壊が地球温暖化や異常気象の原因ともいわれ、異常気象による被害は深刻さを増し

ています。 

◆学校教育や生涯学習などにおいて環境学習に取り組んでいるほか、役場でも温室効果ガス

の削減への取組であるエコアクション21を導入し、町内の企業への普及も進めています。 

◆エネルギーについては、世界各国で石油や石炭などの化石燃料の大量消費を一因とした地

球温暖化や異常気象などが続いており、石油依存度を減らすため、環境負荷の少ない持続

可能な新たなエネルギーの検証が進められています。 

◆近年、国内でも環境への負荷の少ない太陽光や太陽熱、風力、木質バイオマスといった地

域新エネルギーの導入や検討が積極的に行われています。 

２．課題  ·································  

◆将来にわたり住みやすい環境を引き継いでいくためにも、町民一人ひとりが環境に対する

高い意識を持ち、町民と事業者、行政が協働し、地域だけでなく地球全体の環境の保全に

向けた取組を一層充実していく必要があります。 

◆地球温暖化防止効果や費用対効果などを総合的に検討しながら、効率的で環境への影響の

少ない新しい地域エネルギーの研究を進め、その有効活用を図っていく必要があります。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「環境負荷の少ない自然共生型社会の創出」 

「環境意識の醸成・人材育成」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

エコアクション21取り組み 

事業所数 
7事業所 10事業所 
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５．主な施策  ·······························  

１ 

環境保全活動の推進体制 

○環境保全活動についての啓発を行い、町民の環境保全に関する意識の向上を図り

ます。 

○環境政策を町民と協働して総合的に進めるため、町民や事業所などが参画する町

民会議を設置します。 

○町民会議を中心に環境基本条例の制定や環境基本計画を具現化するための施策

について検討を行っていきます。 

 

２ 

地球環境の保全 

○町が行う事務や事業に伴って排出される温室効果ガスの排出量を削減するため

に、エコアクション21に取り組み、町内の事業所などへの普及に努めます。 

○事業所における環境マネジメントシステム認証の取得を促進し、地域が一体とな

った保全活動を促進します。 

○緑のカーテンなど、家庭で手軽にできる温暖化対策を支援します。 

○地球環境に配慮した生活の推進や環境活動の活発化につながる啓発活動を充実

していきます。 

○学校教育や生涯学習の場における町の特色を活かした環境教育や自然体験学習

などを積極的に推進します。 

 

３ 

省エネルギーの推進 

○公共施設において、省エネ機器の利用、冷暖房温度の適正管理、環境に配慮した

建築など、省エネルギーの取組を率先して推進します。 

○役場庁舎等の省エネルギー推進の成果を公表することにより、地域における省エ

ネルギーへの取組を促進させます。 

○省エネ・省資源を進めるため、町民が設置する機器に対し期間を設定して支援し

ていきます。 

 

４ 

地域新エネルギー推進 

○地域資源を活用できる新エネルギーの検討をします。 

○太陽熱利用・太陽光発電・小規模水力発電・風力発電など、地域の特性にあった

新エネルギーの導入を検討します。 

 

  

自
然･

環
境･

伝
統
分
野
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住民参加・行政運営分野 住民主役の地域づくりが盛んなふるさと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育・文化分野 

地域を支えるひとであふれる 

ふるさと 

地域づくり ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  102 

ひとづくり 

健康・福祉分野 

安心して元気に暮らせる 

ふるさと 

魅力づくり 

生活環境・基盤整備分野 

快適に安心して暮らせる 

ふるさと 

自然・環境・伝統分野 

自然・歴史と共に暮らす 

ふるさと 

住民参加・行政運営分野 

住民主役の地域づくりが盛んな 

ふるさと 

産業・労働分野 

お茶と温泉、活気ある産業に満ちた

ふるさと 

活力づくり 

行財政∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  110 

住
民
参
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５－１ 地域づくり 

 

５－１－１ 住民のまちづくり活動 

１．現状  ·································  

◆社会が成熟する中で、住民ニーズは多様化、高度化し、行政だけではより良いまちづくり

を進めることが難しい現状にあります。また一方で、町民の地域に対する意識の高まりか

ら、地域活動の機会として、また社会貢献の場として、「まちづくり」への関心が高まっ

ています。 

◆まちづくりにおいて重要となるのは、地域のことを一番よく知っている「町民」が、自分

たちの地域をより良いものとする意識を持ち、地域の課題を解決するために行動すること

です。 

２．課題  ·································  

◆町民が地域に愛着と誇りを持ち、自ら地域を良くしていこうとする意識の醸成を図るとと

もに、地域活動へ参画しやすい環境の整備と活動への支援を充実させることにより、地域

住民の意見を取り入れた個性的なまちづくりを進めていく必要があります。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「自治組織や地域づくり団体に対する活動支援」 

「地域の課題解決を支えるコミュニティビジネス、 

 ソーシャルビジネスの支援」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

まちづくり活動に 

参加していると思う人の割合 
現状値なし 50％ 
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５．主な施策  ·······························  

１ 

地域コミュニティへの支援 

○まちづくり基本条例に基づき、効果的なまちづくりを推進します。 

○自治会活動の拠点となる集会所の自主運営への支援を行います。 

○地域コミュニティ活動の円滑な推進のための支援や研修会・人材ネットワークづ

くり等のための機会を提供します。 

 

２ 

地域活動の促進 

○「千年の学校」や「マイスター制度」の充実化を図り、人材育成と地域で活躍す

る場を創出します。 

○目的意識を共有した上で、町民それぞれの得意分野やアイデアを活かした多くの

活動が動き出せるような支援を行います。 

○福祉や環境、子育て、教育など、様々な事業に取り組むボランティア団体・グル

ープを積極的に育成・支援し、その活動が普及・拡大するよう、活動の場の提供

や団体間の交流を促進します。 

○地域活動に対して意欲的な人材が生き生きと活動できるよう支援し、リーダーの

発掘と育成に努めていきます。 

 

３ 

ソーシャルビジネス等の推進 

○セミナーの開催等により、地域における社会的課題を、地域住民と企業、行政が

協力し合い、解決していく意識の醸成を図っていきます。 

○ソーシャルビジネスが有効に機能し、収益を生むための支援を検討します。 

 

４ 

住民主体のまちづくり 

○地域資源の活用等のルールづくりを町民が主体となって取り組んでいける体制

を支援します。 
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５－１－２ 協働 

１．現状  ·································  

◆社会環境の変化に伴い、福祉、雇用、まちづくりといった増大・多様化し続ける地域社会

課題に対し、行政だけではきめ細かな対応ができない状況が生じています。 

◆町民自らが地域課題に問題意識を持ち、主体的に活動できる仕組みづくりを進めるなど、

地域社会の多様な主体が協働により地域の社会的課題の解決に取り組んでいく体制をつ

くることがますます重要になっています。 

◆ワークショップや町民アンケートの実施、また各種委員会への参画等を通じて、多様な主

体による協働のまちづくりに努めてきました。 

２．課題  ·································  

◆町民、地域団体、企業、行政等の多様な主体が、情報を共有し、それぞれの役割を分担し

ながら、協働により様々な地域課題を解決していくための持続可能な仕組みを構築してい

く必要があります。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「住民によりそった行政サービスの推進」 

「住民と行政の協働によるまちづくり」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

町ホームページアクセス件数 671,363件 800,000件 
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５．主な施策  ·······························  

１ 

広報・広聴の充実 

○行政からの情報公開を積極的に進め、町民と行政との情報の共有・双方向化に取

り組みます。 

○まちづくりに関する事業の進捗状況・計画の内容・各種行政サービス・住民のま

ちづくり活動など、広報誌やホームページに掲載する情報の充実に努めます。 

○様々な情報伝達媒体を有効に活用して、すべての人に必要な情報がわかりやすく

伝わる情報発信を行います。 

 

２ 

参画機会の充実 

○子どもや若者、女性をはじめ、誰もが参加しやすい環境を整え、地域と行政が目

的を共有し、計画立案から評価・改善まで幅広く町民の意見を取り入れることが

できる仕組みをつくります。 

○行政が設置する協議会や委員会等の組織において、町民参画の機会の充実を図り

ます。 
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５－１－３ 地域間交流・国際交流 

１．現状  ·································  

◆高速通信や道路交通網の基盤整備が進み、人と人との交流はこれからますます盛んになっ

ていきます。 

◆海外への観光だけでなく、増加する外国人就労者や観光客などの受け入れ、教育・芸術・

スポーツでの交流など、国際的な交流への要求も高まっています。 

◆小学生による焼津市との海の子・山の子事業による交流や県外学習事業など、子ども達を

中心とした交流を行っています。 

◆中学生のカナダへの海外英語研修や外国語指導助手であるＡＬＴの招致を行っています。 

２．課題  ·································  

◆人的交流による人材育成と地域活性化を図るため、地域間交流や国際交流を更に促進させ

る必要があります。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「国内外の多様な交流機会の創出」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

町主体の地域間交流・国際交流 

事業数 
3件 5件 
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５．主な施策  ·······························  

１ 

地域間交流の促進 

○小学生による県内外の人々との交流事業を実施します。 

○他市町村との交流機会の拡大のため、姉妹都市や友好都市の提携を検討します。

○エコツーリズムや農業・林業体験などを通じた様々な交流事業を展開・支援し、

多様な主体との交流による町の活性化を図ります。 

○教育旅行の誘致について検討します。 

 

２ 

国際交流の推進 

○学校教育や生涯学習における国際理解教育や語学講座、イベントなどを通して、

町内在住の外国人との交流を促進します。 

○国際的な視野を持つ人材の育成に向け、海外研修や交流等への支援を行います。

○町内在住の外国人や外国人観光客が過ごしやすい町となるよう、外国語表記の充

実と相談体制の構築などを検討します。 

○国際交流機会の拡大のため、海外の市や町との姉妹都市や友好都市の提携を検討

します。 
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５－１－４ 人権尊重・男女共同参画 

１．現状  ·································  

◆学校や職場でのいじめや誹謗中傷、家庭内暴力や虐待、弱者への犯罪、社会的差別などの

人権問題が、大きな社会問題となっています。誰もが一人の人間として尊重され、共に生

きることのできる社会に向けて、女性や子ども、高齢者や障がいのある人、特定疾病患者、

外国人などに対するあらゆる差別や暴力・虐待の撤廃に対し、町民一人ひとりが正しい理

解と認識を深める人権尊重のまちづくりが求められています。 

◆職場や地域で活躍する女性が多くなっている状況にはありますが、今なお男性中心の社会

的慣行が残っています。 

◆雇用面では男女の区別のない雇用が広まりつつありますが、生活面では家事や育児につい

ての女性の負担は大きく、また、行政面での男女共同参画の状況も、審議会等における女

性比率は県平均より低い状況にあります。 

２．課題  ·································  

◆あらゆる差別や暴力・虐待の根絶に向けて、町民一人ひとりの人権に対する正しい理解と

認識を深めていくため、様々な機会を通じて指導・啓発に努めていくことが必要です。 

◆男女の固定的な役割意識などの解消や個々の能力を十分に発揮できる社会環境の更なる

整備が求められます。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「すべての人の意見や価値観が尊重される共生社会の実現」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

委員会・審議会女性登用率 19.4％ 30％ 
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５．主な施策  ·······························  

１ 

人権教育の推進 

○学校教育や生涯学習などの場における人権教育を推進します。 

○学校教育の場等において、人を思いやる心、挨拶など、川根本町らしい温かな人

間性を大切にしていくための教育を推進します。 

 

２ 

人権尊重社会の実現 

○保育・学校、家庭、地域が一体となって、子ども、高齢者、障がい者等の虐待や

各種ハラスメントの防止に向けて、相談体制や保護対策の充実を図ります。 

○ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）や虐待等の防止のための啓発・広報活動

を進めるとともに、広域による相談・保護支援体制を構築します。 

○いじめのない学校や社会を目指し、人権問題に悩む子どもたちや地域住民に対

し、電話や面談の実施に努め、専門知識を持った相談員を確保します。 

○教育の場等において、差別・偏見のない共生社会の実現に向けた啓発活動を推進

します。 

 

３ 

男女共同参画の推進 

○講演会等を通じて、家庭・地域・職場における男女の固定的な役割分担意識を解

消するための啓発活動を推進します。 

○政策・方針決定の場への女性の登用を進め、女性の意見を積極的にまちづくりに

反映させていきます。 

○女性が出産・育児後も仕事や地域での活動を続けられるよう、企業や事業所、地

域などに対して環境整備を求めるとともに、支援制度の検討を進めます。 

○慣例的な役割分担にとらわれず、人材を活かす視点を持って、各施策を推進しま

す。 

 

４ 

多文化共生社会の実現 

○多言語化や交流の場づくり等を通じて、町内在住の外国人と日本人が互いに尊重

し、理解し合うことができる環境を整備します。 

 

住
民
参
加･

行
政
運
営
分
野



110 

 

５－２ 行財政 

 

５－２－１ 行政運営 

１．現状  ·································  

◆地方分権（権限移譲）や住民ニーズの多様化により地方公共団体が抱える行政課題はより

複雑になっており、厳しい財政事情にある中においてそれらの問題に対応するためには、

不断の行財政改革を推進していくことが求められます。 

◆当町では、行政改革大綱に掲げられた「効率の高い行政運営の推進」、「新しい行政運営シ

ステムへの取組」、「連携・協力による町民に開かれた行政」、「財政の健全化」の４つの基

本方針に基づき行政改革に取り組んでいます。 

◆地方交付税や国・県の支出金の削減などに加え、地方税の伸び悩みなどにより厳しい財政

状況にあります。 

◆合併から10年が経過した平成27年度の財政指標においては、財政力指数（３ヶ年平均）は

0.370、経常収支比率は86.1％、実質公債費比率（３ヶ年平均）は5.0％と改善が見られて

います。 

◆公共施設等の老朽化が進み、改修や建て替えが必要な時期を迎えようとしていますが、厳

しい財政事情の中、将来的にすべての公共施設等を現状のまま維持していくことは困難な

状況になると予測されています。 

２．課題  ·································  

◆効果的に施策を推進するための組織体制を構築し、事務事業の見直し、町民や民間企業、

ＮＰＯ等の各種団体との協働、地域間連携、町職員の能力向上などに引き続き努めていく

必要があります。 

◆多様化・高度化する行政需要に対応するために、行財政改革の推進と地域活性化による自

主財源の確保に努める必要があります。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「効果的な行政運営と効率的な財政運営」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成27年度） 

目標値 

（平成38年度） 

経常収支比率（％）の改善 86.1％ 85.0％ 
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５．主な施策  ·······························  

１ 

効率的な施策の推進 

○行政改革大綱の基本方針及び実施計画に基づく行政改革を進め、ＰＤＣＡサイク

ルによる徹底した事務事業の見直しを図ります。 

○短期及び中長期の双方の視点から「集中と選択」により施策の優先順位をつける

とともに、施策ごとの明確な目標を掲げ、その目標を達成するための推進体制を

構築します。 

○公共施設への指定管理者制度の導入、各種業務の民間委託、町内外の団体や関係

機関との連携などにより、住民サービスの向上と事務事業の効率化に努めます。

○行政評価システムや職員提案制度などの「改革・改善ツール」を活用し、業務の

質の向上、住民サービスの充実化を図ります。 

○事務の効率化と町民の利便性の向上を図るため、ＩＣＴの利活用による電子自治

体化に取り組みます。 

 

２ 

組織・機構の合理化 

○行政組織の横の連携を密にした協力体制を強化し、目的を達成するためのプロジ

ェクトチームを設置するなど、柔軟な組織運営による組織力の向上に努めます。

○効果的に施策を推進するため、簡素で効率的な組織体制の構築に努め、定員管理

計画に基づく町職員の適正配置を進めます。 

 

３ 

町職員の意識改革と能力の向上 

○町職員の意識改革と能力開発を効果的に進めるため、人材育成制度の適正な運用

を図るとともに、人材育成基本方針に基づき、多様な研修や人事交流の機会の提

供に努めます。 

○町職員の基本的な接遇や管理能力向上のための研修に加え、政策形成能力や問題

解決力、町民との協働により職務を遂行する能力などを高める研修を実施すると

ともに、職務上必要な知識や技術を習得するための自主的な研修を支援します。

○町職員からの提案を積極的に採用するなど、職員の能力を最大限に引き出すこと

ができる人事管理を行います。 

○地域課題を的確に把握し、地域課題を解決する意識の醸成に努めます。 
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４ 

施設の維持・管理と整備 

○公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設等の全容と将来にわたる課題を整理

し、財政負担の軽減や平準化、施設等の最適配置による効率的・効果的な管理運

営に努めます。 

○公共施設等総合管理計画に基づき、既存の町有施設の統廃合や施設の耐震化・長

寿命化を進めます。 

 

５ 

財源の確保 

○地域産業の活性化や企業誘致、若者の定住や退職者のＵターンなどによる人口の

増加を図り、自主財源の確保に努めます。 

○町税等の使い道について広報やホームページなどで定期的に公表することによ

り、予算執行への理解と町民の納税意識の高揚を図ります。 

○町有施設の使用料や事務手数料の定期的な見直しを行うなど、公平で適正な徴収

に努めます。 

 

６ 

健全な財政運営の推進 

○長期財政計画に基づく明確な目標を掲げ、高い効果を得ることができる予算配

分、効率的な予算執行に努めます。 

○枠配分による予算編成（シーリング）制度を実施するなど、効果的な予算編成方

式を導入します。 

○行政組織の合理化・効率化と町職員の定員管理の適正化、業務の民間委託や住民

参加型サービスの推進などにより、経常的経費の節減に努めます。 

○団体や協議会などが行う事業の効果を検証することにより委託料や補助金など

の見直しを行い、予算支出の適正化を図ります。 

○公共施設等総合管理計画に基づいて計画的に修繕・改修を進め、施設等の耐用年

数向上と維持管理経費の削減に努めます。 
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５－２－２ 社会保険 

１．現状  ·································  

◆平成28年４月現在、国民年金被保険者は745人、第３号被保険者は246人です。 

◆国民年金制度改革の動向を踏まえながら公的年金・国民年金制度の役割などについて周知

を図るとともに、相談窓口の充実による無年金者の解消や納付率の向上に努めています。 

◆国民健康保険については、平成28年４月現在の加入世帯は1,279世帯、2,093人（加入率

28.3％）であり、国民健康保険税の収納率は98.0％となっています。 

◆国民健康保険制度は、国民が医療を安心して受診するためになくてはならないものですが、

近年は生活習慣病の増加や高齢化による医療費の増加、社会経済状況の影響による低所得

者の増加や保険税の収納率低下により、国民健康保険の健全な運営が困難となることが懸

念されています。そのため、国では国民健康保険制度の見直しを進め、これまでの市町村

による国民健康保険の運営を都道府県に移行する広域化に向けた取組が行われようとし

ています。 

２．課題  ·································  

◆国における健康保険制度の見直しの動向を踏まえながら適正な運営体制を構築し、生活習

慣病をはじめとする疾病の予防や生活習慣の改善、特定健診の実施、人間ドック費用助成

事業を行い、医療費の抑制と適正受診の指導・教育による医療費の適正化、保険税収納率

の向上に努める必要があります。 

◆国民年金制度の周知に努め、無年金者の解消や収納率の向上を図っていく必要があります。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「社会保障制度の適正な利用の促進」 
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４．主な施策  ·······························  

１ 

国民年金制度の周知 

○年金未加入者や他の年金制度の資格喪失者について、国民年金への加入促進を図

ります。 

○納付年数の不足による受給資格欠落者への任意加入の勧奨など、受給権の確保に

努めます。 

○広報やホームページ、かわねフォン、窓口等における年金に関する情報提供と制

度の意義や役割についての周知に努めます。 

 

２ 

国民年金と国民健康保険の連携強化 

○未加入者への適用対策を着実に進めるため、国民健康保険と連携し、資格の取

得・喪失届や被保険者得喪情報等の共有を図ります。 

 

３ 

国民健康保険制度の適正な運営 

○広報やパンフレット、ホームページ、かわねフォンによる情報提供、窓口相談業

務の充実などにより、国民健康保険制度に関する知識普及と意識啓発に努めま

す。 

○生活習慣病をはじめとする疾病予防に関する知識の普及を推進します。 

○国保データベースにより作成された川根本町の医療の推移等を活用し、関係各課

と連携した町民の健康づくり事業を推進します。 

 

４ 

収納率向上対策の推進 

○国民健康保険税の口座振替収納を推進し、収納率向上に努めます。 

○適正な保険税の賦課に努め、納税者に対する相談を実施するとともに、短期被保

険者証の発行などにより面談機会を増やし、未納者の解消を図ります。 

 

５ 

制度改正への対応と円滑な実施 

○医療制度改革に伴う制度改正に適切に対応し、各種事業を円滑に実施するための

体制整備・検討を進めます。 
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５－２－３ 広域行政 

１．現状  ·································  

◆通信、交通網の発達による生活圏の急速な拡大と住民ニーズの多様化・複雑化が進み、一

つの自治体単独では解決できない困難な行政課題が増加しています。また、厳しい財政事

情のもと、行政効率の向上や財政面の節減を図る必要があります。 

◆平成28年度から静岡市を中心とする３市２町による消防救急業務の広域化や島田市との

連携による一般廃棄物の広域処理など、広域的行政サービスの提供に努めています。 

◆これまでの事務の一部を共同処理する広域連携に加え、静岡県中部地域の５市２町が、そ

れぞれ静岡市を連携中枢都市とする連携協約を結び、圏域市町が一体となって地域振興に

取り組む新たな広域連携も進んでいます。 

２．課題  ·································  

◆より効率的な広域事務事業の見直しと検討を進めるとともに、大井川流域を中心とした近

隣市町との協力体制を確立し、観光や移住・定住施策など、広域的な連携による効果的な

事業展開が必要です。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「広域行政の推進」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

広域連携事業件数 2件 5件 

５．主な施策  ·······························  

１ 

広域行政事業の推進 

○様々な行政課題に的確に対応していくために、一部事務組合や広域連携等による

効率的な行政運営を行います。 

 

２ 

広域連携の強化 

○各分野における効果的な広域連携を積極的に展開するために、静岡県中部地域な

どの圏域が一体となった枠組みづくりに努め、各市町の特性を活かした地域振興

を推進していきます。 
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産業・労働分野 お茶と温泉、活気ある産業に満ちたふるさと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育・文化分野 

地域を支えるひとであふれる 

ふるさと 

農林業 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  118 

ひとづくり 

健康・福祉分野 

安心して元気に暮らせる 

ふるさと 

魅力づくり 

生活環境・基盤整備分野 

快適に安心して暮らせる 

ふるさと 

自然・環境・伝統分野 

自然・歴史と共に暮らす 

ふるさと 

住民参加・行政運営分野 

住民主役の地域づくりが盛んな 

ふるさと 

産業・労働分野 

お茶と温泉、活気ある産業に満ちた

ふるさと 

活力づくり 

商工業 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  121 

観光業 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  124 

プロモーション ∙ ∙ ∙ ∙  127 

産
業
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６－１ 農林業 

１．現状  ·································  

◆当町は、全国にその名を知られている銘茶「川根茶」の産地であり、天皇杯や農林水産大

臣賞を数多く受賞するなど、高品質のお茶を栽培・製造しています。 

◆産地間競争の激化や消費者の嗜好の変化による販売量の減少、農業収入の不安定などの理

由により若者の農業離れが加速したことによる後継者不足、大量生産ができない不利な地

理的条件といった問題を抱えています。 

◆森林は、木材生産のみならず、国土の保全や水源かん養などの公益的機能を有しており、

防災や環境保全などの面からも重要な役割を担っています。 

◆近年では緑の公共事業や森林環境税を導入する動きが出てきており、静岡県においても平

成18年に森林（もり）づくり県民税が導入され、これを財源として国土を守る美しい森林

の再生に期待が寄せられています。 

◆平成27年の当町の森林面積は46,665ha、町域の９割を占めており、そのうちの57.8％が国

有林となっています。古くから良質材が産出され、江戸時代には駿府城、江戸城などの建

築用材として使われてきました。 

◆木材価格の低迷が続いており、林家の経営意欲の減退や林業従事者の高齢化、担い手不足

などにより、森林管理が十分に行き届いていない状況にありますが、平成27年度に町貯木

場を整備し、未利用間伐材の活用を図るための「木の駅」事業が実施されています。 

２．課題  ·································  

◆川根茶の持つ品質の高さを最大限に活かした販売戦略の構築と、それを可能にするための

人材育成・確保、品質向上を図る生産体制の維持・拡充が必要です。 

◆林道等の基盤整備や林業の担い手の確保、大井川産材木の利用の拡大等に加え、新たな森

林の活用方法の検討や森林認証による付加価値の創出等の取組を取り入れ、発展させるこ

とにより、持続可能な森林経営を確立していく必要があります。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「農林業の生産性向上と経営の再構築の促進」 

「意欲的な担い手の確保と育成支援」 

「第６次産業等の新たな事業展開への支援」 
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４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成27年度） 

目標値 

（平成38年度） 

認定農業者（法人）数 3件 5件 

５．主な施策  ·······························  

１ 

川根茶ブランドの強化 

○茶業従事者が「良い品質の商品を売る」ということを強く意識し実践できるよう

に、経営力の向上に向けた支援を進めます。 

○栽培・製造技術の向上のための自主的な研修などの取組を支援します。 

○中山間地域の茶産地が一体となり「山のお茶」として地域ブランドを形成してい

くとともに、他の産地にない川根茶ブランドを確立させ、生産者と販売者の連携

のもと、効果的に情報発信していきます。 

○新たな分野におけるお茶の利活用を図るため、６次産業化の推進と様々なお茶の

製法に関する研究を進めます。 

○農林業センター地域資源活用総合交流促進施設等を活用し、交流人口の増加を図

ります。 

○「消費者の嗜好にあう安全で安心なお茶・売れるお茶」の生産・販売に努めます。

 

２ 

農業生産基盤の整備と経営の安定化 

○農業経営の安定を図るため、農道の新設・改良、排水路設置など、集落を単位と

した農業生産基盤の整備を計画的に実施します。 

○経営規模の拡大や経営の高度化、作業効率の向上、耕作放棄地や遊休農地の解消

のために、農協等と協力して農地の有効活用を推進します。 

○高収益な複合生産物等の新たな特産物の産地化について研究します。 

○地域を守る川根茶づくり（地域を守る地域農業の振興）を推進します。 

○地域の特性を活かした消費者に好まれる農作物の生産等、現状の課題や新たな市

場のニーズに応じた生産過程や販売戦略を検討します。 

 

産
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３ 

農業の意欲的な担い手の育成・確保 

○優れた経営感覚を持った意欲的な農業経営者の育成に向け、研修や異業種との交

流機会の拡大などを促進します。 

○ビジネスとしての農業経営を積極的に展開するために、農業経営体の育成強化を

図るための調査・指導を推進します。 

○新規就農者への技術・知識の習得のための研修制度の構築などを通じて、担い手

が参入しやすい仕組みづくりを検討します。 

○地域（共同体）等による農作業受委託の仕組みづくりを進め、様々な形による新

規就農の在り方を検討します。 

 

４ 

林業生産基盤の整備と需要拡大 

○林業経営の安定を図るため、林業生産基盤の強化と林道の整備を行います。 

○高性能林業機械を導入し、効率的・効果的な利用間伐を実施します。 

○建築家や工務店と連携した高品質の大井川産材木の家づくりを推進するととも

に、公共施設や新築家屋等への大井川産材木の利用を進めます。 

○町産材活用の拠点整備により、間伐材等を有効活用した木工加工事業と木質バイ

オマスエネルギーシステムの調査・研究を検討します。 

○林業経営者や森林組合と町内外の木材関連事業者との連携による、認証木材のサ

プライチェーン構築と６次産業化の推進に努めます。 

○ＦＳＣ森林認証による認証森林の拡大を図ることによって、森林の適正な管理を

進めるとともに、認証木材の需要拡大に努めます。 

○市場ニーズの把握に努め、現状に応じた経営体制の構築を進めます。 

 

５ 

森林の保全・整備 

○森林の多様な公益的機能を維持・向上するため、造林・除間伐等を促進します。

○自然景観や森林の持つ保水力の回復を図るため、景観間伐を促進し、針広混交林

化や広葉樹林化を促進します。 

○鳥獣被害を防止するため、被害実態調査を実施し、有害鳥獣の計画的な捕獲・駆

除及び被害防止対策を推進します。 

○林業事業体と連携し、計画的な森林管理を支援します。 

 

６ 

林業人材の確保と育成 

○機械化に対応した人材の確保・育成のために、技術講習会等への参加を支援しま

す。 

○森林インストラクターや森林ボランティア等の林業に関心のある人材の育成・確

保に努めます。 
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６－２ 商工業 

１．現状  ·································  

◆当町の中心商業地は千頭駅・駿河徳山駅周辺と役場本庁舎近くに形成され、事業所数や従

業者数は平成３年頃をピークに、大幅な減少が続いています。 

◆当町の商業はほとんどが零細の個人商店であり、人口減少による購買力の低下、品揃えや

価格等の格差による近隣大型店への消費流出により、年間販売額は大幅に減少しています。 

◆工業においては、自動車部品工場や精密部品工場が中心となっていますが、その他の企業

は従業員20名以下の中小零細企業であり、製造品出荷額は県下でも低位となっています。 

◆当町の就業者数は、製造業が最も多くなっており、町内の雇用の大半を担っているのが現

状です。 

２．課題  ·································  

◆地域の生活を支える商業を将来的に維持していくために、経営を安定させるための支援、

新たな商品や地域密着型サービスの創出への支援が求められています。 

◆地元企業との連携や協力体制の強化、企業誘致や起業の促進を図ることで、雇用の場の確

保や新たなサービスの創出を図り、地域産業を活性化していくことが求められています。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「地元企業や事業者の経営基盤の強化」 

「新たなしごとや事業機会の創出」 

「ソーシャルビジネスの起業支援」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成27年度） 

目標値 

（平成38年度） 

商品販売額 437,622万円 440,000万円 

製造品出荷額 850,186万円 850,000万円 

新規創業者数 2件 7件 

産
業
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５．主な施策  ·······························  

１ 

魅力ある商業づくり 

○川根茶や木材等の地域資源を使った新商品や新サービス、郷土料理の開発など、

他の地域にない個性や魅力の創出を支援し、町内における消費拡大を図ります。

○ＩＣＴ等を用いた効率的な事業展開等、サービス業の充実・魅力化を図るための

支援を行います。 

 

２ 

生活密着型の商業の維持・確保 

○町内での消費拡大のため、高齢者や主婦、子どもが利用しやすい店づくりやサー

ビスの提供などを支援します。 

○商工業者の経営改善や販売促進活動を支援するため、各種補助制度の周知と利用

促進を図ります。 

○販路開拓等に関する研修等に積極的に参加する、意欲的なグループの活動を支援

します。 

○移動販売やＩＣＴを利活用した買い物支援など、地域のニーズに対応した販売方

法の構築を促進します。 

 

３ 

地元企業の支援 

○地元企業のニーズや動向を把握し、国や県の補助制度などの情報を迅速に提供す

るとともに、事業の維持・拡張、また災害時等の事業継続を支援します。 

○農林業や観光など、地域の他産業との連携を促進し、多様化する消費者ニーズに

対応した製品開発・事業経営等を支援します。 

○地元企業の定着化と、就業者の働きやすい就業環境の整備を図るため、関係機関、

団体、企業のコミュニケーションを図る機会を創出します。 

○ふるさと納税を積極的に活用し、地場産品のＰＲと地方創生に向けた取組を推進

します。 

 

４ 

企業誘致の推進 

○町内への工場建設などを望む企業の情報を収集し、企業の誘致のための税率優遇

制度の検討や工場用地の把握・確保などに努めるほか、オフィス等環境整備への

支援制度を拡充し情報発信することにより、多様な企業の誘致を推進します。 

○サテライトオフィスの誘致やテレワーク・クラウドソーシングといった新しいワ

ークスタイルの導入等を通じた、新たな就業の機会の創出に努めます。 
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５ 

起業支援 

○起業のきっかけづくりのため、起業支援セミナー、異業種交流会などの開催を計

画します。 

○起業意向を持った人材やグループを発掘し、国や県、町の創業支援制度等とのマ

ッチングを図り、起業の促進に努めます。 

○ソーシャルビジネスやコミュニティビジネスへの支援などを通じて、地域の活力

の創出に努めます。 
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６－３ 観光業 

１．現状  ·································  

◆当町には、南アルプスの前衛の山々や渓谷などの美しい自然、寸又峡や接岨峡などの温泉、

常時運行のＳＬや日本唯一のアプト式列車、茶園の広がる景観など、訪れる人々に誇れる

多様な観光資源があります。 

◆近年では、旅行形態の個人化・小グループ化、旅行商品の低価格化、体験型観光の需要拡

大など、観光に対する嗜好の変化と多様化が進んでいます。 

◆寸又峡や接岨峡温泉を中心とした宿泊客は約４万人と減少している一方で、ファミリー等

のアウトドア志向によるキャンプ場利用者が増加している傾向にあります。 

◆平成26年度から、大井川鐵道による「きかんしゃトーマス号」の運行が始まり、ファミリ

ー層を中心とした観光入込客の増加が見られますが、その多くが日帰り観光となっていま

す。 

◆「寸又峡夢の吊り橋」では、パワースポット的な魅力がＳＮＳ等で評判となり、訪れる客

層に変化が見られるようになっています。 

２．課題  ·································  

◆多様化する観光ニーズと当町の観光資源をマッチングさせ、より満足度の高い観光商品を

提供できる体制を構築していくことが必要です。 

◆周辺市町と連携し、効果的な観光施策の展開を図っていくことが必要となっています。 

◆外国人観光客が増加していることを踏まえ、国際的な観光受け入れ体制を整備していくこ

とが求められています。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「地域資源を有効活用した魅力的な観光地づくりへの 

 支援と体制づくり」 

「新たな観光商品・サービスの創出支援」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成27年度） 

目標値 

（平成38年度） 

観光入込数 56.5万人 62.5万人 
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５．主な施策  ·······························  

１ 

観光の魅力化の推進 

○当町の観光の魅力を総合的に向上させるため、観光ビジョン及び観光基本計画に

基づき、関係機関が連携した計画推進のための体制づくりを支援します。 

○旅行業者とのタイアップや大学等の外部団体との連携を進め、「温泉」「ＳＬ」「川

根茶」「自然」など、様々な観光資源を有効に結びつけた観光メニュー等を調査・

研究し、観光の魅力の向上を図ります。 

○ホームページやWi-Fiステーションなど、ＩＣＴを活用した効果的な情報発信を

実施します。 

○大井川鐵道本線・南アルプスあぷとライン沿線の魅力を活用し、大井川鐵道と連

携した観光誘客への取組を強化します。 

○エコツーリズム・グリーンツーリズム等の活動団体との連携による、健康や体験

型志向等の観光ニーズに合った町の特性を最大限に活かした多様なプログラム

の提供を図ります。 

○豊かな自然や茶園などの風景と調和した魅力的な景観形成を進め、「日本の美し

い村」として町のイメージアップを図ります。 

○飲食店や商店と連携し、郷土料理の提供や、地元の農産物や猪・鹿肉を使った料

理の研究・開発等を通じた、地産地消の食の魅力を高める取組を支援します。 

○寸又峡あかりアートや奥大井ふるさと祭りなど、町民が主体となって開催する各

種イベントを支援します。 

○観光ニーズの把握に努め、効果的な観光施策の実施や観光商品の開発を行い、効

率的に市場に対しプロモーションしていくための仕組みづくりを進め、経済効果

を高めます。 

○星空の景観を内外にＰＲし、天文台の有効活用に努めます。 

 

２ 

広域連携による観光の推進 

○広域的な観光ルートの確立と効果的な観光施策の展開を図るため、静岡県中部地

域におけるＤＭＯ組織体制の検討を進めます。 

産
業

･

労
働
分
野
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３ 

国際観光の推進 

○外国語に対応した観光パンフレットの作成や外国語通訳ができるガイドの育成、

観光施設における外国語表記等を通じて、外国人が訪れやすい体制づくりの整備

に努めます。 

○近隣市町や旅行業者と連携し、富士山静岡空港から南アルプスまでをつないだ観

光周遊ルートを検討・確立します。 

○川根茶、温泉、自然等を活用した観光商品を海外のエージェントに積極的にプロ

モーションしていくことにより、海外からの誘客の促進を図ります。 

 

４ 

観光サービスの向上 

○また来たいと思われる地域の実現に向け、研修会の実施等を通じて、「おもてな

し」意識の醸成や知識・スキルの習得を進めます。 

○エコツーリズムや農業体験観光等を推進するために、観光ガイドや体験インスト

ラクターの育成支援と確保に努めます。 

○各種イベントへの参加や、旅行代理店や新聞社に対するツアー提案等、観光客誘

致のための県内外へのＰＲ活動に取り組みます。 

 

 



 

127 

 

６－４ プロモーション 

１．現状  ·································  

◆少子高齢化・人口減少を克服するためには、地域の魅力を高め、来たい・住みたいと思う

地域を築き上げ、より多くの定住・交流人口を確保していくことが重要ですが、そのため

には町の魅力を町内外問わず、多くの人に知ってもらうための広報活動を計画的に展開し

ていくプロモーションが重要になってきます。 

◆当町においては、基幹産業である茶業と観光業を中心として、パンフレットやプロモーシ

ョン映像の作成、Facebook等のＳＮＳを活用した情報発信、首都圏等における物産の実施、

観光事業者への営業等、これまで多くのプロモーションを展開してきました。 

◆プロモーション活動は各地域においてますます盛んになってくることが予想されるため、

地域間競争を勝ち抜くためには、創意工夫と戦略的な視野を持ったプロモーションを行っ

ていく必要があります。 

２．課題  ·································  

◆町の魅力を町内外問わず、多くの人に知ってもらうためのプロモーションを推進していく

必要があります。 

◆プロモーションに対する理解の向上やマーケティングを意識した施策を推進していく必

要があります。 

３．目指すべき方向性  ···························  

「地域マーケティング、地域マネジメント手法の導入」 

「戦略的なプロモーションの展開」 

「町内外に向けた積極的な情報発信」 

「インターネット、Ｗｅｂページを活用した 

 川根本町の魅力の共有と発信」 

４．ＫＰＩ（目標指標）  ··························  

内容 
現状値 

（平成28年度） 

目標値 

（平成38年度） 

町ホームページアクセス件数 671,363件 800,000件 

産
業
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５．主な施策  ·······························  

１ 

プロモーション活動の仕組みづくり 

○地域マーケティング、地域マネジメント手法の導入と体制を整備します。 

○プロモーションに関する学習機会の創出等により、魅力を効果的・効率的に発信

できる仕組みを構築します。 

 

２ 

戦略的な情報発信の展開 

○ＳＮＳ等のプロモーションツールを有効に活用し、町内外を問わず若い世代を中

心とした広い世代に向けて、情報を戦略的に発信していきます。 

○「見てもらえる」、「関心を持ってもらえる」デザイン性に配慮した魅力的・効果

的な映像や冊子等のプロモーションツールの作成に努めます。 

 

３ 

プロモーション活動の促進 

○川根茶や温泉、自然環境等の川根本町が誇る地域資源をブラッシュアップし、川

根本町ブランドとして確立していきます。 

○川根本町ブランドを通じた認知度の向上を図るために、ＰＲ活動の積極的な実施

等による効果的な町内外への情報の拡散に努めます。 
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第４章 総合計画の推進体制について 

第２次川根本町総合計画を着実に推進していくために、地域を構成する多様な主体が協力し

合いながらまちづくりを進めることができる体制を構築していきます。更に、多様化する行政

ニーズや社会情勢等に的確に対応するための行政運営体制を整えるととともに、施策の見直し

と改善を図り、効率的・効果的な行政運営を展開していきます。 

これら推進体制を確立することにより、「ひとづくり」、「魅力づくり」、「活力づくり」の各

施策を充実し、また、それをうまく循環させ、「ひと」「魅力」「活力」が相乗効果を持ちなが

ら重層的に高まっていく事業展開を可能とし、町の将来像の実現に向けた取組を推進していき

ます。 

 

（１）多様な主体が協力し合うまちづくり 

基本構想の理念と基本計画を着実に推進していくために、地域を構成する多様な主体がそれ

ぞれの役割を果たし、協力・連携し合いながらまちづくりを推進していくことを基本とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【個人や自治会等】 

◆地域が主役となり、地域で支え、地域で解決するという意識を持って、まちづくりに参画

していきます。 

【事業者・企業やＮＰＯをはじめとした地域団体等】 

◆地域の一員として、地域をより良くするためのまちづくり活動に参画していきます。 

◆活発な企業活動を通じて、地域の産業を支えていきます。 

◆民間活力を活かして、公益サービスの一端を担っていきます。 

◆様々な団体が協力することでまちづくりを推進していきます。 

【行政】 

◆個人や企業等がまちづくりを促進させるために必要な支援を提供していきます。 

◆地域の更なる活性化を図るための施策を地域と共に推進します。 

◆行政が担うべきサービスの維持・向上に努めます。 

協力し合うまちづくり 

個人 

行政 

商工会・ 
森林組合等 

委員・委員会 

ＮＰＯ 自治会 

事業者・企業 学校 



130 

 
（２）事業効果を高めるための切れ目のない施策展開を行う体制の構築 

①効果的な行政運営体制の構築 

ⅰ．課の専門性の向上 

住民ニーズが多様化・複雑化し、また、限られた財源の中でより高い効果を生み出すことが

必要とされている中、課を単位として専門性を持って施策に取り組むことにより、事業の充実

と効率的・効果的な事業展開に努めていきます。 

 

ⅱ．課を横断した連携体制 

人口減少や社会経済状況の影響によって、町内産業をはじめとした町の活力が弱まっている

背景を受け、それを打破するために、従来までの取組から一歩踏み出し、新たな施策に取り組

んでいくことの必要性・重要性も増しています。プロジェクトチームによる課を横断した推進

体制の構築や、高齢者施策と生涯学習施策の連携や生涯スポーツ施策と健康づくり施策の連携

等、課題や目的に応じて、各課の専門性を融合させる体制の構築等により、これまでの各課の

連携を強化し、切れ目のない施策展開を行うことができる仕組みを整えます。 

 

ⅲ．多様な主体との連携 

町民、地域団体、事業所・企業等と行政が情報を共有し、それぞれの役割を分担しながら協

力し合って、様々な地域課題を解決していくために、連携協定やネットワークづくりを進めま

す。 

また、行政間の広域的な連携を図り、広域観光の促進や効率的な行政運営を可能にし、効果

的な事業展開を図っていきます。 

 

②事業者間連携を可能にする支援 

６次産業化の推進においては、異なる産業との連携が必要不可欠となります。この連携を可

能にするために、事業所間の特性に応じたマッチングを支援していきます。また、状況に応じ

て法人化や起業化への支援も合わせて行っていきます。 

 

（３）ＰＤＣＡサイクルの確立による効率的・効果的な行政運営 

基本計画を効果的に推進していくためには、中長期的な視点により、絶え間なく施策の見直

しと改善を重ねていく必要があります。 

総合計画の中で明確に示された施策の基本目標に基づく、重要行政業績評価指数（ＫＰＩ）

を設定し、行政内部は当然のこと、町民、学識者、有識者によって、施策の進捗状況を検証し、

改善する仕組み（ＰＤＣＡサイクル）を確立し、効率的・効果的な行政運営を図ります。すで

に当町では行政評価の仕組みを有しており、これまでも事務事業評価、施策評価とその評価に

基づいた改善に取り組んできました。従来の仕組みも活用し、関係する委員会との連携を図り

ながら、町民をはじめ、産業界・関係行政機関・教育機関・金融機関・労働団体・メディア（産

官学金労言）等で構成する組織においてもＰＤＣＡサイクルを確立させ、検証を重ね、改善し

ていきます。 
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資料編 

 

１ 諮問・答申関連 

 

（１）諮問 

 

資
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編
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（２）基本構想答申 
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（３）基本計画答申 

 

 

 

 

資

料

編
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２ 策定の経緯 

 

内容 回 日時 

平成27年度策定委員会 第１回 平成27年６月23日 

子ども議会 - 平成27年８月10日 

平成27年度策定委員会 第２回 平成27年８月18日 

タウンミーティング 第１回 平成27年９月３日 

タウンミーティング 第２回 平成27年９月４日 

タウンミーティング 第３回 平成27年９月７日 

タウンミーティング 第４回 平成27年９月15日 

平成27年度策定委員会 第３回 平成27年９月15日 

首長ヒアリング - 平成27年10月14日 

平成27年度策定委員会 第４回 平成27年10月27日 

平成27年度策定委員会 第５回 平成27年12月８日 

平成27年度審議会 第１回 平成27年12月15日 

平成27年度策定委員会 第６回 平成28年１月26日 

平成27年度審議会 第２回 平成28年２月５日 

平成27年度策定委員会 第７回 平成28年３月７日 

平成27年度審議会 第３回 平成28年３月８日 

平成28年度策定委員会 第１回 平成28年７月12日 

平成28年度策定委員会 第２回 平成28年９月12日 

平成28年度策定委員会 第３回（分科会） 平成28年10月21日 

平成28年度策定委員会 第４回（分科会） 平成28年10月31日 

平成28年度審議会 第１回 平成28年10月31日 

平成28年度策定委員会 第５回（分科会） 平成28年11月29日 

平成28年度審議会 第２回 平成28年12月２日 

平成28年度策定委員会 第６回 平成28年12月19日 

子育て世帯ヒアリング - 平成28年12月19日 

高校生ヒアリング - 平成28年12月19日 

平成28年度審議会 第３回 平成28年12月26日 

平成28年度策定委員会 第７回 平成29年１月23日 

平成28年度審議会 第４回 平成29年１月27日 

平成28年度審議会 第５回 平成29年３月８日 

 



 

135 

 

３ 審議会名簿 

 

選出区分 役職 氏名 

学識経験者 文化芸術大学教授 黒田宏治 

町議会 町議会議員 小籔侃一郎 

町議会 町議会議員 野口直次 

町区長連絡会 区長会長 椎野良助 

町区長連絡会 区長会副会長 板谷信 

町教育委員会 教育長職務代理者 鳥居進 

町生涯学習推進協議会 会長 山下初 

町農業委員会 会長 中野暉 

町消防団 本部長 井口晶彦 

いきいきクラブ連合会 会長 藤中仁 

町社会福祉協議会 会長 原田全修 

町商工会 会長 中村國海 

森林組合おおいがわ 代表理事常務 杉山明嗣 

町まちづくり観光協会 会長 望月孝之 

町ＰＴＡ連絡協議会 会長 大橋辰也 

町ＰＴＡ連絡協議会 会長 木村仁子 

※敬称略 
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４ 策定委員会名簿 

 

分野 団体名 役職 氏名 

大学 淑徳大学 准教授 矢尾板俊平 

大学 静岡産業大学 非常勤講師 塚本由紀江 

教育 静岡県立川根高等学校 校長 松井亮 

産業 川根本町商工会 支所長 西澤孝仁 

産業 川根本町まちづくり観光協会 事務局長 小倉一孝 

労働 
東海ブロードバンド 

サービス（株） 
取締役社長 秦野仁志 

労働 
東海ブロードバンド 

サービス（株） 
取締役 中根慎二 

労働・移住 
（株）富田工務店 

（宅地建物取引業者） 
代表取締役 富田道明 

金融 静岡銀行家山支店 支店長 大場敏正 

金融 島田信用金庫川根支店 支店長 原田佳典 

金融 島田信用金庫川根支店 支店長 原木孝則 

子育て 
放課後子ども総合プラン 

運営委員会 
委員 井澤史子 

子育て 
高齢者配食サービス 

推進協議会 
事務局 芹澤あやみ 

その他 ＩＣＴ利活用検討委員会 委員長 森田雅文 

その他農林業 
（一社）エコティかわね 

農業委員会委員・森林組合理事
代表理事 芦沢哲哉 

その他 ケーブルテクニカ（株） 管理本部長 山田典秀 

その他 ＮＰＯ法人 かわね来風 事務局長 濵谷友子 

 

＜オブザーバー＞ 

団体名 役職 氏名 

（株）カラーコード（地域づくりアドバイザー） 代表取締役 浅井由剛 

中央大学戦略経営研究科 助教 野坂美穂 

ハリウッド化粧品メイ・ウシヤマＳＢＭ研究所 所長 岩本高明 

※敬称略 
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５ タウンミーティング名簿 

 

氏名 氏名 氏名 

青木良行 鈴木義昭 中村德治 

池田善之 芦澤育夫 中村裕 

伊藤睦 髙畑秀行 中村裕平 

遠藤昌子 髙畑雅一 奈良間六明 

大橋功一 瀧尾政之 羽根田泰一 

大村雄一郎 竹下岳志 原田誠 

大森守 竹野康 藤田年久 

奥野雅己 田端功 藤田博文 

風間光一郎 筑地秀昭 藤田博行 

風間広康 土屋忠義 松岡政臣 

梶山正男 筒井圭以介 松下浩 

勝山茂 殿岡邦吉 的場正明 

神谷功 鳥澤一弘 水内弘 

神田優一 直里哲次 村松豊 

久野孝史 中澤一太郎 望月静馬 

栗原卓 中澤惠市郎 望月孝之 

小坂雅子 長嶋忠雄 森井久善 

後藤秀明 中田軍二 森下宏 

後藤勝 中田健次 森田雅文 

近藤博吉 中野暉 山田廣志 

榊原富子 中野育人 山中徹雄 

櫻木孝至 中野浩和 山本京昇 

笹木秀明 仲野康彦 山本宗次 

澤西康史 中野善弘 山本茂樹 

椎野良助 中原信 横畑明夫 

杉山嘉英 中原康夫 和田邦重 

鈴木繁雄 中村一男 和田辰信 

鈴木利明 中村孝則  

※敬称略 
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６ 子ども議会名簿 

 

学校名 氏名 学年 

中川根第一小学校 栗原磨裟斗 ６年生 

中川根第一小学校 西田就真 ６年生 

中央小学校 渥美浩輝 ６年生 

中央小学校 川村澪 ６年生 

中川根中学校 鈴木泰郎 ２年生 

中川根中学校 諸田琉生 ２年生 

中川根南部小学校 勝山穂乃香 ６年生 

中川根南部小学校 鈴木海莉 ６年生 

本川根小学校 芦沢颯汰 ６年生 

本川根小学校 不二山颯人 ６年生 

本川根中学校 松葉芽生 ３年生 

本川根中学校 山本達也 ３年生 

※議員番号順、敬称略 
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７ 用語解説 

 

用語 解説 

アイデンティティ 自己同一性。心理学と社会学において、ある者が何

者であるかについて他の者から区別する概念、信念、

品質および表現をいう。 

ＲＧ（連携グループ授業） 学校間の連携で、学習内容に応じて、最適規模の効

果的な学習の場を創り出し、子どもたち一人ひとり

に学力の定着を図る取組。 

ＩＣＴ Information and Communication Technology（イン

フォメーション アンド コミュニケーション テク

ノロジー）の略称で、インターネットなどの通信技

術を使ったコミュニケーションのこと。 

Ｉターン 都会で生まれた人が、都会の学校に進学もしくは、

都会で就職した後に、地方に移住すること。 

空き家バンク 主に自治体が、定住を促進するために空き家を紹介

する空き家の所有者と移住・定住希望者をつなぐ仕

組み。空き家バンクに登録されることにより、空き

家購入希望者が自分の希望の空き家を探しやすくな

る。 

アクティブラーニング ディベートやグループディスカッション等の討論や

実習を学習に取り入れることで、児童・生徒など学

ぶ側が能動的に学びに参加することを可能にする学

習方法。自ら考え、問題を解決する力を育むことを

目的とする。 

イノベーション 新しい技術の発明や新しいアイデアなどから、新し

い価値を創造し、社会的変化をもたらす自発的な

人・組織・社会での幅広い変革のこと。 

エコアクション21 すべての事業者が、環境への取組を効果的、効率的

に行うことを目的に、環境に取り組む仕組みをつく

り、取り組み、それらを継続的に改善し、その結果

を社会に公表するための方法について、環境省が策

定したガイドラインのこと。 

エコツーリズム 自然・歴史・文化などの地域資源の魅力を観光に活

かすことで、その魅力や価値が地域住民にも観光客

にも認識され、保全にもつながっていくことを目的

とした観光。 
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用語 解説 

ＳＮＳ ソーシャル・ネットワーキング・サービスのこと。

インターネット上で社会的ネットワーク（個人と個

人のつながり）の構築ができるサービス。 

学力向上ネットワークプラン 一人ひとりの自立に向けた「キャリア教育」と学校

間の連携による実践授業「ＲＧ授業」を２つの大き

な柱として展開し、子どもたちの「生きる力」を育

むとともに、「確かな学力」の定着を図る取組。 

環境マネジメントシステム 企業や団体が環境に対する取組や方針等を設定し、

その達成に向けた取組を実施するための計画や体制

等のこと。 

キャリア教育 子どもたちの社会的・職業的自立に向け、基盤とな

る能力や態度を育てるために、町独自のキャリアノ

ートを活用して、個々に適したキャリア発達を促す

個別支援を、義務教育９年間を通じて計画的に実施

していく取組。この取組により、子どもたちの自己

肯定感や自尊感情を育み、学ぶ意欲と積極的な学習

態度を培っていく。 

狭隘箇所 対面通行の場合は大型自動車同士のすれ違いが不可

能、一方通行の場合は大型自動車の通行が不可能な

程、道幅の狭い道路のこと。 

クラウドソーシング インターネット上で不特定多数の人に業務を発注す

るビジネス形態のこと。 

グリーンツーリズム 農山漁村に滞在し、その地域の人々や生活・文化に

ふれ、体験活動を楽しむ観光。 

グローバル化 国や地域を越え、社会的・経済的な活動等が拡大し

て様々な変化を引き起こす現象。 

コミュニティビジネス ソーシャルビジネスの中でも、特に地域における課

題解決に取り組むことを指す。地域の商店街の活性

化等の一定の地域と結びつきが強い課題に取り組む

ことを指す。 

災害ボランティアコーディ 

ネーター 

被災者のニーズの把握やボランティアの受け付け等

を行う、災害時に被災者とボランティアをつなぐ役

割を果たす専門員。 

サテライトオフィス 東京都心などに本社を持つ企業が、都心部から離れ

た郊外や地方に準拠点として設置するオフィスのこ

と。 
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用語 解説 

サプライチェーン 原材料の調達から生産・販売・物流を経て最終需要

者に至る、製品・サービス提供のために行われるビ

ジネス諸活動の一連の流れのこと。 

産官学金労言 「産」は経済界、商工会。「官」は役場。「学」は大

学、高等学校。「金」は信用金庫、地方銀行。「労」

は労働組合。「言」はマスメディア。 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ） 突然心肺停止状態に陥った時、心臓に電気ショック

を与えて、正常な状態に戻す医療機器のこと。 

スクールソーシャルワーカー 子どもの家庭環境に関する問題に対処するため、児

童相談所と連携したり、教員を支援したりする福祉

の専門家のこと。 

成年後見制度 精神上の障がいがあり判断能力が不十分なために、

財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し、本

人の行為の代理または行為を補助する者を選任する

制度。 

千年の学校 2001年の新しい千年紀の始まりに開校し、かつての

千年を振り返り、人間の生き方、地域のあり方を再

構築しようとするもの。 

総合地域型スポーツクラブ 子どもからお年寄りまで幅広い年齢の人々が、様々

な種目のスポーツを好みやレベルに応じて楽しむこ

とができる、住民により自主的に運営される団体。 

ソーシャルビジネス 行政や住民、企業などが一体となって協力し、ビジ

ネスの手法を使って社会や地域が抱える課題に取り

組むこと。一部の地域課題ではなく、環境問題など

の地域を超えた課題に取り組むことを指す。 

地域マーケティング 地域資源を用いて、顧客のニーズに対応する商品を

作り、情報発信を行っていくこと。 

地域マネジメント 地域社会のあり方を企画・立案し、それをまちづく

りとして実践・運営し、経営管理していくこと。 

茶草場農法 茶園の畝間にススキやササなどの刈り敷きを行う伝

統的農法のこと。豊かな生物の多様性の保全と、よ

り高品質のお茶の生産を両立させる方法として、世

界農業遺産に認定されている。 

チューター制度 学習や学校生活に対する助言や進路指導等、教員が

学生に対して個別に指導・支援する制度。 
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用語 解説 

ＤＭＯ Destination Marketing Organization、もしくは

Destination Management Organizationの略称で、行

政、観光業者、地域住民が一体となって地域全体の

観光をマネジメントすること。 

ＤＶ（ドメスティック・バイ

オレンス） 

配偶者や恋人等の親しい関係にある人から暴力を受

けること。身体的暴力だけでなく、精神的、経済的、

社会的暴力も含む。 

デザインコード 景観や町並み、地域資源の活用にかかわるデザイン

やルール。 

デマンドタクシー 決められた時間に決められたルートを走る「路線バ

ス」と異なり、時間や乗車場所、目的地を利用者が

指定し、それに応じて運行する乗り物（タクシー）。

テレワーク ＩＣＴを活用した場所や時間にとらわれない働き

方。 

同僚性 同僚が互いに支え合い、成長し、高め合っていく関

係のことで、教育の分野では、教員同士の協働関係

や援助の重要性を示す概念として使われている。 

21世紀型学習スキル 国立教育政策研究所が示す、実践力、思考力、基礎

力の３層構造から構成される21世紀を生き抜くため

に必要な能力のこと。 

日本で最も美しい村連合 小さくても素晴らしい地域資源を持つ町や村が、「日

本で最も美しい村」を宣言することで自らの地域に

誇りを持ち、地域の活性化と自立を住民自らの手で

推進することで、将来にわたって美しい地域づくり

を行うことを目的とした組織。 

バリアフリー 階段をスロープ化するなど、高齢者や障がいのある

人が生活していく上で、障害となっているものを取

り除くこと。 

ＰＤＣＡサイクル Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Action

（改善）の４段階を繰り返すことによって、業務を

継続的に改善すること。 

ビジネスプラン 計画中のビジネスについて体系的に整理、確認、共

有するために作成するもの。 

プロモーション 消費者の購買意欲を喚起するための活動のことをい

う。 
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用語 解説 

ボトムアップ 下からの意見を吸い上げて全体をまとめていく管理

方式。 

マイスター制度 地域に住む色々な分野での卓越した技能と経験を持

つ人をマイスターとして認定し、まちづくり等に活

用していく制度。 

南アルプスユネスコ 

エコパーク 

生態系の保全と持続可能な利活用の調和（自然と人

間社会の共生）を目的としてユネスコが認定するも

の。川根本町を含む南アルプス地域の豊かな自然環

境と、その自然を守り共生してきた地域の歴史・文

化が認められ、2014年６月に正式登録された。 

無線ＬＡＮ ケーブルがなくてもインターネット接続ができるシ

ステム。 

木質バイオマス 木炭などの木材に由来する再生可能な資源のこと。 

Ｕターン 地方出身の人が、都会の学校に進学もしくは、都会

で就職した後に、故郷に戻ること。 

ユニバーサルデザイン できるだけ多くの人々が利用可能であるように製

品、建物、空間等をデザインすること 

連携プラットフォーム 行政や地域住民等、様々な主体が一体となって取り

組む基礎的な仕組みのこと。 

第６次産業 農業や水産業などの第１次産業が食品加工（第２次

産業）や流通販売（第３次産業）も展開する多角的

な経営形態のことで、農家等の生産者が自ら作った

ものの加工、販売まで行うことを指す。１＋２＋３

＝６、１×２×３＝６からこのような産業（経営）

形態を第６次産業という。 

ワークライフバランス やりがいのある仕事と充実した私生活を両立させる

という考え方。仕事と生活の調和。 

Wi-Fi Wi-Fi Allianceに認証された無線ＬＡＮ認定規格の

１つ。 
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